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「
ロ
ッ
ク
ア
ウ
ト
」
事
件
顛
末
記

研
究
ノ
ー
ト「

ロ
ッ
ク
ア
ウ
ト
」
事
件
顛
末
記

─
近
代
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
下
級
官
の
就
業
時
間
に
つ
い
て

─

水　
　

田　
　

大　
　

紀

は
じ
め
に

　

本
稿
で
は
、
一
八
九
一
年
一
月
に
イ
ギ
リ
ス
の
逓
信
省
貯
蓄
課
（the�Savings�Bank�D

epartm
ent,�General�Post�O

ffi
ce

）
で

発
生
し
た
「
ロ
ッ
ク
ア
ウ
ト
（“Lock-out”
）」
事
件
に
つ
い
て
分
析
し
、
そ
れ
を
通
じ
て
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
時
代
に
お
け
る
下
級
の
政

府
職
員
の
生
活
史
の
一
端
を
明
ら
か
に
す
る
。
こ
の
事
件
は
同
課
の
下
級
官
（Second�D

ivision�Clerks

）
の
半
数
に
あ
た
る
約
二

二
〇
名
の
男
性
職
員
が
上
司
か
ら
申
し
渡
さ
れ
た
就
業
時
間
外
で
の
仕
事
を
辞
退
し
た
結
果
、
無
期
停
職
処
分
に
処
せ
ら
れ
た
出
来
事

で
あ
る
。
下
級
官
と
は
、
人
事
委
員
会
（Civil�Service�Com

m
ission

）
に
よ
り
課
さ
れ
た
試
験
に
合
格
し
、
諸
官
庁
に
お
い
て
「
機

械
的
作
業
」
を
担
当
し
た
政
府
職
員
で
あ
る）

（
（

。

　

事
務
労
働
の
女
性
化
傾
向
に
つ
い
て
研
究
し
た
サ
ミ
ュ
エ
ル
・
コ
ー
ン
は
、
こ
の
事
件
を
逓
信
省
職
員
に
よ
り
起
こ
さ
れ
た
、
ジ
ェ

ン
ダ
ー
問
題
に
端
を
発
す
る
唯
一
の
ス
ト
ラ
イ
キ
で
あ
り
、
一
八
八
〇
年
代
に
ロ
ン
ド
ン
の
電
信
技
手
が
起
こ
し
た
ス
ト
を
模
倣
し
た

も
の
で
あ
る
と
考
え
た）

（
（

。
彼
に
よ
れ
ば
、「
ロ
ッ
ク
ア
ウ
ト
」
事
件
は
残
業
問
題
に
か
こ
つ
け
て
、
女
性
職
員
か
ら
既
得
権
益
を
守
ろ

う
と
す
る
男
性
職
員
の
抵
抗
で
あ
り
、
最
終
的
に
は
逓
信
省
上
層
部
が
掲
げ
る
女
性
雇
用
の
圧
力
の
前
に
敗
北
し
た
闘
争
で
あ
っ
た
。
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し
か
し
同
事
件
は
、
男
性
職
員
対
女
性
職
員
、
上
司
対
部
下
の
よ
う
な
二
項
対
立
的
な
構
図
だ
け
で
十
全
に
理
解
で
き
る
ほ
ど
、
単

純
な
出
来
事
で
は
な
か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
逓
信
省
で
は
既
に
そ
う
い
っ
た
問
題
に
つ
い
て
、
解
決
へ
の
様
々
な
試
み
が
行
わ
れ
て
い

た
か
ら
で
あ
る
。
で
は
、
な
ぜ
こ
の
事
件
は
大
量
の
処
分
者
を
出
す
よ
う
な
「
大
事
」
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
問
い

に
答
え
る
た
め
、
事
件
を
詳
細
に
分
析
し
、
そ
れ
を
通
じ
て
官
僚
制
度
改
革
後
に
下
級
官
た
ち
が
置
か
れ
た
状
況
を
検
討
し
て
い
く
。

一
．
事
件
の
背
景

　

ま
ず
は
「
ロ
ッ
ク
ア
ウ
ト
」
事
件
の
背
景
と
し
て
、
官
僚
制
度
改
革
の
展
開
に
つ
い
て
説
明
す
る
。
イ
ギ
リ
ス
で
は
一
九
世
紀
前
半

の
社
会
改
革
の
流
れ
を
受
け
、
一
八
五
〇
年
代
以
降
、
官
僚
制
度
の
改
革
が
漸
進
し
て
い
っ
た）

（
（

。
マ
コ
ー
リ
ー
（T

hom
as�

Babington�M
acaulay

）
や
ノ
ー
ス
コ
ー
ト
（Stafford�N

orthcote

）、
ト
レ
ヴ
ェ
リ
ア
ン
（Charles�Edw

ard�T
revelyan

）
ら

に
よ
っ
て
提
案
さ
れ
た
改
革
の
流
れ
は
、
徐
々
に
議
会
で
も
関
心
を
集
め
、
一
八
七
〇
年
代
の
プ
レ
イ
フ
ェ
ア
委
員
会）

（
（

、
一
八
八
〇
年

代
後
半
の
リ
ド
リ
ー
委
員
会）

（
（

の
調
査
・
提
言
を
経
て
、
制
度
の
近
代
化
を
目
指
し
て
進
ん
で
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　

一
八
八
〇
年
代
半
ば
に
お
い
て
、
政
府
職
員
の
人
件
費
は
一
八
四
〇
年
代
の
二
倍
以
上
に
膨
れ
上
が
っ
て
い
た）

（
（

。
そ
の
た
め
、
不
適

当
な
支
出
を
防
ぎ
、
効
率
的
な
予
算
の
運
用
を
目
指
す
制
度
が
求
め
ら
れ
た）

（
（

。
そ
の
結
果
、
リ
ド
リ
ー
委
員
会
は
、
下
級
官
に
関
す
る

三
つ
の
大
き
な
課
題
に
取
り
組
む
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の
三
つ
と
は
、
昇
進
の
基
準
、
就
業
時
間
の
規
定
・
統
一
、
人
件
費
削
減
に
関

す
る
問
題
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
う
ち
、「
ロ
ッ
ク
ア
ウ
ト
」
事
件
に
関
係
し
た
の
が
、
特
に
就
業
時
間
の
問
題
で
あ
っ
た）

（
（

。
改
革
に
よ
り
就
業
時
間
が
規
定
・

統
一
さ
れ
た
こ
と
は
、
例
え
特
別
手
当
が
つ
く
に
せ
よ
、
慣
例
的
に
行
わ
れ
て
い
た
時
間
外
労
働
（
い
わ
ゆ
る
残
業
）
を
一
種
の
義
務

か
ら
解
き
放
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
「
ロ
ッ
ク
ア
ウ
ト
」
事
件
は
、
一
九
世
紀
半
ば
以
降
の
官
僚
制
度
改
革
の
結
果
と
し
て
発

生
し
た
と
い
え
る
。
そ
こ
で
次
に
、
就
業
時
間
を
め
ぐ
る
問
題
が
ど
の
よ
う
に
事
件
に
つ
な
が
っ
て
い
っ
た
の
か
を
確
認
す
る
た
め
、
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事
件
の
展
開
を
当
時
の
公
文
書
や
新
聞
報
道
か
ら
再
現
し
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

二
．
事
件
の
あ
ら
ま
し

　

逓
信
省
貯
蓄
課
で
の
「
ロ
ッ
ク
ア
ウ
ト
」
事
件
は
、
リ
ド
リ
ー
委
員
会
の
改
革
案
が
大
蔵
省
草
案
や
枢
密
院
令
と
し
て
施
行
さ
れ
た

直
後
に
起
き
た
。
事
件
の
発
端
と
な
っ
た
の
は
、
一
八
九
一
年
一
月
二
日
金
曜
日
の
午
後
に
起
こ
っ
た
、
と
あ
る
出
来
事
で
あ
っ
た
。

新
年
を
迎
え
、
貯
蓄
課
の
下
級
官
た
ち
の
業
務
は
例
年
通
り
、
多
忙
を
極
め
て
い
た
。
彼
ら
の
机
に
は
「
預
金
通
帳
が
山
と
持
ち
込
ま

れ
、
そ
れ
ら
の
利
子
を
計
算
し
差
し
引
き
の
確
認
を
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
課
に
は
既
に
四
万
冊
も
の
預
金
通
帳
が
持
ち
込
ま
れ
て

い
た）

（
（

」�

。
こ
の
年
、
逓
信
省
の
次
官
（the�Secretary�of�the�General�Post�O

ffice

）
を
勤
め
る
ア
ー
サ
ー
・
ブ
ラ
ッ
ク
ウ
ッ
ド

（Sir�A
rthur�Blackw

ood

）
（1
（

）
に
は
頭
の
痛
い
問
題
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
業
務
の
進
行
が
か
な
り
遅
れ
て
お
り
、
深
刻
な
人
手
不
足
に

陥
っ
て
い
た
こ
と
で
あ
っ
た）

（（
（

。

　

そ
れ
も
あ
っ
て
ク
リ
ス
マ
ス
前
、
ブ
ラ
ッ
ク
ウ
ッ
ド
は
貯
蓄
課
の
下
級
官
た
ち
に
年
明
け
早
々
に
残
業
を
す
る
よ
う
要
請
し
た
。
し

か
し
、
年
初
め
の
忙
し
い
時
期
に
残
業
に
志
願
す
る
よ
う
な
人
材
は
十
分
に
は
確
保
で
き
な
か
っ
た）

（1
（

�

。
彼
は
貯
蓄
課
以
外
に
も
声
を

か
け
、
貯
蓄
課
で
年
明
け
三
ヶ
月
間
だ
け
残
業
を
請
け
負
う
職
員
が
い
な
い
か
募
集
し
た）

（1
（

。
し
か
し
返
っ
て
き
た
の
は
「
本
課
職
員
の

多
く
は
通
常
業
務
に
手
一
杯
で
、
既
に
残
業
を
せ
ね
ば
な
ら
な
い
状
態
で
あ
り
、
そ
ち
ら
の
ご
要
望
で
言
及
さ
れ
て
い
た
時
間
外
労
働

に
就
き
た
い
と
願
い
出
る
者
が
い
る
か
確
約
し
か
ね
る
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た）

（1
（

。

　

ブ
ラ
ッ
ク
ウ
ッ
ド
は
一
月
二
日
に
再
び
、
続
命
あ
る
ま
で
下
級
官
を
一
日
最
低
二
時
間
の
残
業
に
強
制
的
に
つ
け
る
よ
う
、
貯
蓄
課

の
監
督
官
コ
ン
プ
ト
ン
（E.�Com

pton,�the�Com
ptroller

）
に
要
請
し
た
。
し
か
し
返
答
は
同
じ
く
、
貯
蓄
課
の
下
級
官
で
残
業
を

引
き
受
け
る
者
は
見
当
た
ら
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た）

（1
（

。
加
え
て
、
ブ
ラ
ッ
ク
ウ
ッ
ド
の
要
請
が
同
課
に
届
い
た
の
は
、
規
定
さ
れ

て
い
た
就
業
時
間
の
終
了
間
際
で
あ
っ
た）

（1
（

。
そ
の
た
め
、
二
百
名
を
越
え
る
貯
蓄
課
の
下
級
官
た
ち
は
突
然
の
通
告
を
丁
重
に
断
っ
て



一
三
六

帰
宅
し
た
の
で
あ
っ
た）

（1
（

。
こ
の
要
請
辞
退
を
次
官
が
命
令
無
視
と
し
て
深
刻
に
捉
え
る
と
は
、
こ
の
時
に
は
誰
も
予
想
し
て
い
な
か
っ

た）
（1
（

。
し
か
し
下
級
官
た
ち
の
退
省
後
、
ブ
ラ
ッ
ク
ウ
ッ
ド
は
こ
れ
を
「
そ
れ
相
応
に
扱
わ
れ
る
べ
き
反
命
行
為
」
と
見
做
し
た
の
で

あ
っ
た）

（1
（

。

　

明
け
て
一
月
三
日
土
曜
の
朝
、
前
日
に
残
業
せ
ず
に
帰
宅
し
た
下
級
官
た
ち
が
職
場
に
着
く
と
、
名
前
を
書
く
べ
き
出
勤
簿
が
見
当

た
ら
な
く
な
っ
て
い
た
。
事
の
次
第
を
確
か
め
る
べ
く
課
長
に
詰
め
寄
っ
た
彼
ら
は
そ
こ
で
初
め
て
、
自
分
た
ち
に
「
逓
信
大
臣
（the�

Postm
aster-General

）
か
ら
の
指
示
が
あ
る
ま
で
無
給
停
職
処
分
」
が
下
さ
れ
た
こ
と
を
知
っ
た）

11
（

。
彼
ら
は
す
ぐ
に
「
自
分
た
ち
は

あ
ら
ゆ
る
点
で
公
の
役
に
立
ち
た
い
し
、
正
当
な
理
由
が
あ
っ
て
金
曜
夕
方
も
帰
宅
し
た
。
何
よ
り
も
こ
れ
は
ス
ト
ラ
イ
キ
で
は
な
く

『
ロ
ッ
ク
ア
ウ
ト
』
だ
」
と
主
張
し
、
処
分
の
撤
回
と
通
常
業
務
へ
の
復
帰
を
願
い
出
た
の
で
あ
っ
た）

1（
（

。

　

同
日
中
に
、
有
力
な
保
守
系
新
聞
の
『
グ
ロ
ー
ブ
』
紙
が
、
こ
の
大
規
模
な
停
職
処
分
の
発
生
を
速
報
し
た）

11
（

。
こ
れ
が
新
聞
メ
デ
ィ

ア
に
よ
る
事
件
の
第
一
報
で
あ
っ
た
。
続
い
て
『
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
』
紙
と
『
ウ
ィ
ー
ク
リ
ー
デ
ィ
ス
パ
ッ
チ
』
紙
が
翌
四
日
に
事
件
の

報
道
を
行
い
、「
深
刻
な
問
題
が
逓
信
省
貯
蓄
課
の
上
層
部
と
被
雇
用
者
の
間
に
広
が
り
つ
つ
あ
る
」
と
報
じ
た）

11
（

。
週
明
け
の
五
日
月

曜
日
に
な
る
と
、
そ
の
他
の
有
力
紙
誌
が
事
件
発
生
を
こ
ぞ
っ
て
記
事
に
し
、
時
を
同
じ
く
し
て
事
件
は
地
方
新
聞
に
も
取
り
上
げ
ら

れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　

月
曜
の
朝
午
前
八
時
、
停
職
処
分
を
受
け
た
下
級
官
（
以
下
、
停
職
官
）
た
ち
は
フ
リ
ー
ト
街
の
ア
ン
ダ
ー
ト
ン
ズ
ホ
テ
ル
に
集
合

し
、
善
後
策
を
協
議
し
た
。
多
少
の
議
論
は
あ
っ
た
も
の
の
、
彼
ら
は
今
回
の
処
分
に
つ
い
て
、
逓
信
大
臣
の
レ
イ
ク
ス
（H

enry�

C
ecil�R

aikes

）
宛
て
に
、
全
員
で
作
成
し
署
名
し
た
嘆
願
書
を
提
出
す
る
こ
と
で
一
致
し
た）

11
（

。
こ
れ
に
よ
り
組
織
立
っ
た
嘆
願
書
の

作
成
・
提
出
が
同
意
さ
れ
、
個
人
で
勝
手
に
行
動
し
な
い
こ
と
が
誓
約
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た）

11
（

。

　

そ
の
後
、
停
職
官
た
ち
は
逓
信
大
臣
レ
イ
ク
ス
と
大
蔵
省
宛
に
連
名
で
嘆
願
書
を
提
出
し
た）

11
（

。
彼
ら
は
嘆
願
書
の
中
で
、
反
命
行
為

と
捉
え
ら
れ
て
い
る
自
分
た
ち
の
行
動
は
職
員
の
権
利
と
し
て
認
め
ら
れ
た
行
為
で
あ
る
う
え
、
要
請
の
到
着
が
業
務
終
了
二
、
三
分



一
三
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「
ロ
ッ
ク
ア
ウ
ト
」
事
件
顛
末
記

前
だ
っ
た
点
か
ら
、
直
ち
に
処
分
を
取
り
消
す
べ
き
だ
と
訴
え
た
。
一
方
ブ
ラ
ッ
ク
ウ
ッ
ド
は
、
土
曜
日
も
業
務
を
続
け
る
下
級
官
た

ち
の
前
で
演
説
し
、
公
僕
と
し
て
の
彼
ら
の
忠
誠
を
褒
め
称
え
た）

11
（

。
停
職
官
た
ち
は
五
日
夜
に
も
集
会
を
開
き
、
重
要
な
議
題
と
し
て
、

こ
の
ブ
ラ
ッ
ク
ウ
ッ
ド
の
演
説
に
つ
い
て
話
し
合
っ
た）

11
（

。

　

貯
蓄
課
で
は
残
さ
れ
た
同
僚
た
ち
が
業
務
を
継
続
し
て
い
た
。
停
職
官
た
ち
の
穴
を
埋
め
る
た
め
、
約
百
名
の
女
性
職
員
と
五
〇
名

の
男
性
職
員
が
一
時
的
に
他
の
課
か
ら
貯
蓄
課
に
回
さ
れ
た）

11
（

。
そ
の
う
ち
、
女
性
七
〇
名
は
中
央
電
信
局
（the�T

elegraph�

O
ffi

ce

）
か
ら
、
男
性
五
〇
名
は
会
計
局
（the�Receiver�and�A

ccountant�–�General's�O
ffi

ce

）
か
ら
派
遣
さ
れ
た
。

　

一
月
六
日
火
曜
の
午
後
に
は
、
三
度
目
の
集
会
が
ア
ン
ダ
ー
ト
ン
ズ
ホ
テ
ル
で
開
か
れ
た
。
そ
し
て
彼
ら
の
中
か
ら
、
代
表
と
し
て

六
名
が
選
出
さ
れ
、
上
層
部
に
和
解
を
打
診
す
る
よ
う
取
り
決
め
ら
れ
た）

11
（

。
こ
の
後
、
双
方
と
も
に
新
た
な
動
き
は
起
こ
さ
ず
、
事
態

は
膠
着
状
態
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
事
件
が
逓
信
大
臣
の
帰
郷
中
に
発
生
し
た
か
ら
で
あ
り
、
彼
の
ロ
ン
ド
ン
帰
還
ま
で
、
話
し
合
い
の

場
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
っ
た）

1（
（

。

　

レ
イ
ク
ス
が
ロ
ン
ド
ン
に
戻
っ
た
八
日
木
曜
日
、
逓
信
省
で
双
方
の
代
表
者
に
よ
る
話
し
合
い
が
も
た
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の

交
渉
に
は
、
火
曜
日
に
選
出
さ
れ
た
停
職
官
代
表
の
六
名
と
、
上
層
部
か
ら
逓
信
大
臣
に
加
え
、
四
名
の
管
理
職
が
出
席
し
た
。
停
職

官
の
代
表
と
な
っ
た
の
は
、
ハ
ド
ソ
ン
（W

.�R.�H
udson

）、
ベ
ラ
ミ
ー
（W

.�C.�Bellam
y

）、
フ
リ
ー
マ
ン
（D

.�Freem
an

）、
ボ

ン
ド
（W

.�S.�Bond

）、
セ
イ
ヤ
ー
（H

.�V
.�Sayer

）、
コ
リ
ン
（J.�Collin

）
の
六
名
で
あ
っ
た）

11
（

�

。
上
層
部
側
で
は
、
レ
イ
ク
ス
、
ブ

ラ
ッ
ク
ウ
ッ
ド
、
コ
ン
プ
ト
ン
に
加
え
、
第
三
席
官
ジ
ョ
イ
ス
（H

.�Joyce,　

the�T
hird�Secretary

）、
次
官
執
務
室
付
き
主
任
事

務
官
の
ひ
と
り
だ
っ
た
ト
ン
プ
ソ
ン
（S.�R.�T

hom
pson

）
が
交
渉
の
席
に
つ
い
た）

11
（

。

　

『
タ
イ
ム
ズ
』
紙
の
言
葉
を
引
用
す
れ
ば
、
話
し
合
い
の
結
果
、「
こ
の
『
不
幸
な
事
件
』
は
公
的
に
終
わ
り
を
迎
え
た）

11
（

」。
停
職
官

側
は
、
残
業
は
自
由
意
志
で
は
な
く
、
特
に
繁
忙
期
の
急
場
で
は
必
然
の
義
務
で
あ
る
と
い
う
、
上
層
部
の
見
解
を
受
け
入
れ
た）

11
（

。
こ

の
決
定
に
よ
り
、
停
職
官
は
翌
週
の
一
月
一
二
日
か
ら
職
場
に
復
帰
で
き
る
こ
と
と
な
っ
た
が
、
同
時
に
「
停
職
期
間
中
の
給
与
な
し
、



一
三
八

一
ヶ
月
間
、
週
一
の
半
休
日
剥
奪
」
と
い
う
処
分
が
課
さ
れ
た）

11
（

。

　

こ
の
決
定
を
受
け
、
ブ
ラ
ッ
ク
ウ
ッ
ド
は
た
だ
ち
に
省
内
に
以
下
の
よ
う
な
通
達
を
出
し
た
。「
今
月
三
日
に
停
職
に
な
っ
た
二
四

二
名
の
職
員
全
て
が
自
分
た
ち
の
行
い
を
悔
い
る
手
紙
を
私
に
送
り
、
職
場
へ
の
復
帰
を
許
可
し
て
く
だ
さ
い
と
申
し
出
て
い
る
。
逓

信
大
臣
の
告
示
に
よ
れ
ば
、
病
気
で
休
職
す
る
二
名
を
除
い
て
、
彼
ら
全
員
が
本
日
よ
り
業
務
を
再
開
す
る
こ
と
に
な
っ
た）

11
（

」。
こ
の

事
件
で
逓
信
大
臣
が
示
し
た
方
針
は
、
貯
蓄
課
に
所
属
す
る
全
男
性
職
員
に
写
し
が
渡
さ
れ
、
全
て
の
部
署
の
壁
に
貼
り
付
け
ら
れ
た

の
で
あ
っ
た）

11
（

。
ま
た
レ
イ
ク
ス
も
、
貯
蓄
課
の
停
職
官
た
ち
が
「
課
の
規
定
を
進
ん
で
遵
守
す
る
」
と
誓
約
し
た
こ
と
に
満
足
だ
っ
た）

11
（

。

彼
は
議
会
で
も
、
残
業
に
関
す
る
逓
信
省
上
層
部
の
見
解
が
適
切
で
あ
っ
た
と
主
張
し
た）

11
（

。

　

こ
の
よ
う
な
大
臣
や
次
官
の
軽
悔
は
後
々
ま
で
尾
を
引
い
た
。
し
ば
ら
く
の
間
、
彼
ら
は
「
ロ
ッ
ク
ア
ウ
ト
」
の
烙
印
を
押
さ
れ
た

者
た
ち
の
昇
給
に
難
色
を
示
し
た
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
事
件
か
ら
二
ヶ
月
が
経
過
し
た
三
月
四
日
に
、
以
下
の
よ
う
な
記
述
が
残
さ

れ
て
い
る
。「
今
月
五
日
付
け
で
、
本
課
下
級
官
の
Ａ
・
Ｆ
・
ベ
イ
カ
ー
（A

.�F.�Baker

）
氏
は
十
ポ
ン
ド
昇
給
す
る
こ
と
に
な
っ
て

お
り
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
同
氏
は
先
の
一
月
に
、
次
官
の
命
に
服
せ
ず
、
公
務
か
ら
の
停
職
処
分
を
受
け
た
職
員
の
一
人
で
あ
り
、

私
は
本
日
、
次
官
宛
に
提
出
い
た
し
ま
し
た
定
期
昇
給
者
の
一
覧
表
か
ら
彼
の
名
を
外
し
て
お
り
ま
す
。
先
月
に
も
同
じ
く
停
職
官
の

一
人
、
Ｗ
・
ブ
ー
ス
（W
.�B

ooth

）
氏
の
昇
給
に
対
し
、
同
様
の
措
置
が
取
ら
れ
て
お
り
ま
す）

1（
（

」。
こ
の
結
果
、
貯
蓄
課
で
は
延
べ
約

三
百
名
分
の
年
次
定
期
昇
給
が
差
し
止
め
ら
れ
た
と
さ
れ
て
い
る）

11
（

。

　

こ
れ
ら
の
対
応
は
一
部
の
記
者
か
ら
強
く
批
判
さ
れ
た
。
新
聞
に
は
、
昇
給
差
し
止
め
は
「
逓
信
大
臣
と
職
員
と
の
間
に
起
こ
っ
た

記
憶
に
新
し
い
災
難
の
結
果
と
し
て
出
さ
れ
た
ら
し
い
が
、
一
月
に
『
ロ
ッ
ク
ア
ウ
ト
』
さ
れ
た
者
も
、
大
多
数
の
『
ロ
ッ
ク
ア
ウ

ト
』
さ
れ
な
か
っ
た
者
と
平
等
に
扱
わ
れ
る
べ
き
だ
か
ら
、
職
員
に
は
こ
の
よ
う
な
処
分
を
申
し
渡
さ
れ
る
謂
れ
は
な
い
」、「
我
々
は

速
や
か
に
問
題
が
解
決
さ
れ
、
当
該
職
員
た
ち
の
昇
給
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
が
、
貯
蓄
課
の
難
局
は
未
だ
過
ぎ
去
っ

て
は
い
な
い
と
い
え
る
」
と
い
う
記
事
が
掲
載
さ
れ
た）

11
（

。
記
者
た
ち
は
、
逓
信
省
上
層
部
の
対
応
や
態
度
の
せ
い
で
、
有
能
な
人
材
が



一
三
九

「
ロ
ッ
ク
ア
ウ
ト
」
事
件
顛
末
記

他
業
種
に
流
出
し
て
し
ま
う
こ
と
を
懸
念
し
た）

11
（

。

　

上
層
部
も
こ
う
い
っ
た
批
判
に
は
注
意
し
て
い
た
。
例
え
ば
レ
イ
ク
ス
は
下
院
に
お
い
て
、
残
業
を
強
制
的
に
や
ら
せ
た
こ
と
で
職

員
の
間
に
本
格
的
な
不
満
が
醸
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
認
め
た）

11
（

。
そ
の
た
め
、
レ
イ
ク
ス
は
一
八
九
一
年
七
月
一
七
日
に
、
職
員
の
長

期
休
暇
の
容
認
や
病
気
休
暇
中
の
給
与
全
額
支
払
、
等
級
に
あ
わ
せ
た
定
期
昇
給
の
確
約
、
今
後
の
休
日
出
勤
や
時
間
外
労
働
へ
の
手

当
て
に
関
す
る
新
し
い
計
画
案
を
発
表
し
、
ま
た
男
性
職
員
の
雇
用
再
開
を
通
じ
て
問
題
へ
の
対
処
を
行
っ
た）

11
（

。

　

レ
イ
ク
ス
が
こ
う
し
た
動
き
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
の
は
、
逓
信
省
で
は
人
手
不
足
が
深
刻
化
の
一
途
を
辿
っ
て
い
た
か

ら
で
あ
っ
た）

11
（

。
ま
た
『
タ
イ
ム
ズ
』
紙
に
よ
れ
ば
、
職
員
へ
の
残
業
代
の
支
払
い
が
俸
給
へ
の
上
積
み
限
度
一
杯
の
と
こ
ろ
ま
で
き
て

し
ま
っ
て
い
る
こ
と
も
、
上
層
部
が
態
度
を
幾
分
、
軟
化
さ
せ
た
要
因
で
あ
っ
た）

11
（

。
レ
イ
ク
ス
も
「
ロ
ッ
ク
ア
ウ
ト
」
を
表
す
の
に

「
痛
ま
し
い
誤
解
」
と
い
う
言
い
回
し
を
用
い
、
よ
り
厳
し
い
言
い
方
を
避
け
る
こ
と
で
、
停
職
官
に
対
す
る
配
慮
を
見
せ
た）

11
（

。
し
か

し
な
が
ら
、
下
級
官
の
不
満
全
て
を
こ
れ
ら
の
対
策
で
解
決
で
き
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た）

11
（

。

三
．
停
職
官
の
人
物
像

　

一
八
九
一
年
一
月
二
日
に
始
ま
っ
た
「
ロ
ッ
ク
ア
ウ
ト
」
は
、
八
日
に
そ
れ
ぞ
れ
の
代
表
に
よ
る
話
し
合
い
の
末
、
終
結
を
迎
え
た
。

停
職
処
分
を
受
け
た
下
級
官
は
上
層
部
の
認
識
を
受
け
入
れ
、
職
場
に
復
帰
し
た
。
こ
れ
は
一
九
世
紀
末
に
逓
信
省
貯
蓄
課
で
発
生
し
、

そ
の
後
の
制
度
運
用
に
ま
で
影
響
を
与
え
た
、
紛
糾
の
十
日
間
の
出
来
事
で
あ
っ
た
。

　

で
は
、
こ
の
事
件
の
主
体
と
な
っ
た
停
職
官
た
ち
は
、
ど
の
よ
う
な
人
物
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
も
う
一
方
の
当
事
者
で
あ
っ
た

レ
イ
ク
ス
や
ブ
ラ
ッ
ク
ウ
ッ
ド
が
伝
記
や
署
名
記
事
を
残
す
「
名
士
」
で
あ
っ
た
の
に
比
べ）

1（
（

、
停
職
官
た
ち
は
歴
史
的
に
み
て
「
無

名
」
の
個
人
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
彼
ら
の
人
生
や
為
人
を
一
人
ひ
と
り
詳
細
に
調
査
す
る
こ
と
は
難
し
い
。

　

し
か
し
い
く
つ
か
の
基
本
的
な
情
報
は
、
当
時
行
わ
れ
て
い
た
国
勢
調
査
（C

ensus

）
を
用
い
る
こ
と
で
、
復
元
す
る
こ
と
が
で



一
四
〇

き
る
。
そ
れ
ら
の
情
報
を
一
覧
に
ま
と
め
た
も
の
が
本
稿
末
尾
の
表
で
あ
る）

11
（

。
な
お
表
中
の
網
掛
け
は
、
国
勢
調
査
に
記
載
が
漏
れ
て

お
り
、
詳
細
不
明
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
ま
た
個
人
情
報
で
も
あ
る
た
め
、
停
職
官
本
人
に
つ
い
て
は
名
を
イ
ニ
シ
ャ
ル
の
み
と

し
、
住
所
も
州
ま
で
の
表
記
に
留
め
た
。
同
居
者
に
つ
い
て
は
停
職
官
本
人
と
の
関
係
お
よ
び
年
齢
に
限
定
し
た
。
丸
カ
ッ
コ
内
は
調

査
時
に
登
録
さ
れ
た
年
齢
で
あ
る
。

　

こ
の
表
か
ら
は
停
職
官
に
つ
い
て
、
い
く
つ
か
の
特
徴
を
み
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
ず
「
ロ
ッ
ク
ア
ウ
ト
」
さ
れ
た
下
級
官
は

主
に
、
一
八
八
二
～
八
七
年
に
任
官
し
た
二
〇
年
代
の
若
い
男
性
た
ち
で
あ
っ
た
。
一
八
八
七
年
以
降
の
任
官
者
が
含
ま
れ
て
い
な
い

の
は
、
逓
信
省
の
方
針
で
、
人
件
費
を
節
約
す
る
た
め
に
同
年
以
降
、
貯
蓄
課
で
の
男
性
下
級
官
の
雇
用
を
差
し
止
め
て
い
た
か
ら
で

あ
る
。
そ
の
た
め
、
残
業
を
任
意
と
し
て
帰
宅
し
た
の
は
、
基
本
的
に
就
労
年
数
の
短
い
若
者
た
ち
が
中
心
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
事
件
後
、
貯
蓄
課
で
は
男
性
職
員
の
新
規
採
用
が
復
活
し
た）

11
（

。

　

次
に
停
職
官
の
出
身
地
・
居
住
地
・
同
居
者
構
成
を
確
認
し
て
み
よ
う
。
ロ
ン
ド
ン
出
身
者
（
約
一
／
四
）
が
比
較
的
多
い
も
の
の
、

出
身
地
は
基
本
的
に
は
バ
ラ
バ
ラ
で
あ
る
。
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
や
ジ
ブ
ラ
ル
タ
ル
な
ど
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
外
の
帝
国
領
の
出
身
者
も
い
る
。

居
住
地
（
一
八
九
一
年
）
は
、
通
勤
圏
の
関
係
も
あ
る
た
め
、
ロ
ン
ド
ン
と
そ
の
近
郊
の
ミ
ド
ル
セ
ッ
ク
ス
や
サ
リ
ー
、
エ
セ
ッ
ク
ス

が
大
半
で
あ
る
。
同
居
者
構
成
か
ら
は
、
若
者
が
多
い
た
め
か
、
親
族
と
の
同
居
の
ほ
か
、
間
借
り
（Lodger

）
や
下
宿
（Boarder

）、

一
時
滞
在
（V

isitor

）
の
割
合
が
高
く
、
ま
た
未
婚
者
も
多
い
こ
と
が
わ
か
る
。
半
数
近
く
の
家
庭
で
は
、
一
～
二
名
の
家
事
使
用

人
の
女
性
が
雇
用
さ
れ
て
い
る
。

　

停
職
官
の
大
半
が
若
者
で
あ
っ
た
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
一
八
九
一
年
と
一
九
〇
一
年
の
居
住
地
・
同
居
者
構
成
を
比
較
す
る
と
、
当

時
の
下
級
官
の
ラ
イ
フ
パ
タ
ー
ン
が
垣
間
見
え
る
。
一
八
九
一
年
に
二
〇
代
で
あ
っ
た
停
職
官
た
ち
は
、
一
九
〇
一
年
に
は
三
〇
代
と

な
っ
た
。
二
〇
代
の
当
時
、
ロ
ン
ド
ン
出
身
者
は
家
族
と
同
居
、
そ
れ
以
外
は
ロ
ン
ド
ン
市
内
で
間
借
り
や
下
宿
し
て
い
る
者
が
多

か
っ
た
。
し
か
し
三
〇
代
と
な
る
と
、
結
婚
し
て
郊
外
に
移
り
住
み
、
自
宅
を
用
意
し
て
一
家
を
構
え
て
い
る
。
一
八
八
一
年
や
一
九



一
四
一

「
ロ
ッ
ク
ア
ウ
ト
」
事
件
顛
末
記

一
一
年
以
降
の
国
勢
調
査
の
結
果
も
合
わ
せ
て
み
る
と
、
こ
の
傾
向
は
よ
り
明
確
に
な
る
。

　

居
住
地
と
い
う
点
か
ら
み
る
と
、
下
級
官
た
ち
は
似
た
地
域
に
居
住
す
る
傾
向
も
強
か
っ
た
。
こ
の
点
は
彼
ら
の
年
齢
や
収
入
、
家

賃
、
居
住
地
で
の
生
活
費
な
ど
が
関
係
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、
表
中
の
項
番
一
四
六
の
コ
リ
ン
と
一
六
七
の
ス
テ
ッ
ド
は
同
じ

下
宿
先
で
暮
ら
し
て
い
た
。
ま
た
九
二
の
ク
リ
ス
プ
と
一
七
三
の
ウ
ィ
リ
ス
は
一
九
〇
一
年
時
に
、
ミ
ド
ル
セ
ッ
ク
ス
で
隣
近
所
に
居

住
し
た
。
と
も
に
貯
蓄
課
に
勤
め
、
停
職
処
分
を
受
け
た
一
七
二
・
二
〇
七
の
ウ
ォ
ー
タ
ー
ハ
ウ
ス
兄
弟
の
よ
う
な
例
も
あ
る
。
つ
ま

り
、
彼
ら
の
周
囲
に
同
様
の
職
業
者
が
多
い
環
境
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る）

11
（

。

　

と
は
い
え
、
こ
れ
ら
は
停
職
官
の
み
の
特
徴
と
は
い
え
な
い
か
も
し
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、「
ロ
ッ
ク
ア
ウ
ト
」
事
件
に
よ
り
停
職
処

分
を
受
け
た
下
級
官
は
、
当
時
に
お
い
て
特
別
な
思
想
や
性
質
を
有
し
た
集
団
だ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
事
件
の
あ
ら
ま

し
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
彼
ら
は
ご
く
一
般
的
な
下
級
官
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
先
述
し
た
諸
特
徴
の
う
ち
、
幾
つ
か
は
む
し
ろ
、

当
時
の
下
級
官
全
体
に
共
通
す
る
特
徴
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
近
代
の
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
、
下
級
官
は
一
般
的
に
下
層
中
産
階
級

に
属
し
、
一
八
九
〇
年
代
以
降
、
専
門
職
社
会
の
一
員
を
成
し
た）

11
（

。
そ
の
意
味
で
、
こ
れ
ら
の
特
徴
は
む
し
ろ
下
層
中
産
階
級
の
ラ
イ

フ
パ
タ
ー
ン
の
一
例
と
捉
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

以
上
の
特
徴
を
踏
ま
え
て
、
も
う
一
度
、「
ロ
ッ
ク
ア
ウ
ト
」
事
件
に
立
ち
戻
っ
て
み
よ
う
。
既
に
み
て
き
た
よ
う
に
、
事
件
に
は

立
場
を
問
わ
ず
、
多
く
の
政
府
職
員
が
巻
き
込
ま
れ
、
ま
た
新
聞
メ
デ
ィ
ア
も
そ
の
原
因
や
展
開
を
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ナ
ル
に
報
道
し
た
。

事
件
の
焦
点
と
な
っ
た
の
は
、
新
し
い
官
僚
制
度
下
で
の
就
業
時
間
に
関
す
る
問
題
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
次
に
、
停
職
官
な
い
し
は
下

級
官
に
と
っ
て
の
就
業
時
間
の
意
味
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
く
。

四
．
停
職
官
に
と
っ
て
の
就
業
時
間

　

停
職
官
か
ら
み
た
就
業
時
間
の
意
義
に
つ
い
て
検
討
す
る
前
に
、
ま
ず
逓
信
省
上
層
部
側
が
下
級
官
の
就
業
時
間
に
つ
い
て
、
ど
の



一
四
二

よ
う
に
捉
え
て
い
た
の
か
を
確
認
し
て
お
こ
う
。「
ロ
ッ
ク
ア
ウ
ト
」
事
件
に
際
し
て
、
な
ぜ
上
層
部
は
、
下
級
官
の
就
業
時
間
に
こ

こ
ま
で
神
経
質
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
理
由
の
ひ
と
つ
は
、
先
行
研
究
で
注
目
さ
れ
た
「
ロ
ッ
ク
ア
ウ
ト
」
事
件
と
労
働
運
動

と
の
関
係
に
あ
る
と
い
え
る
。
当
時
の
イ
ギ
リ
ス
で
は
、「
新
労
働
組
合
主
義
（N

ew
�U

nionism

）」
が
支
持
者
を
増
や
し
て
い
た）

11
（

。

リ
ド
リ
ー
委
員
会
が
任
命
さ
れ
た
一
八
八
六
年
以
降
、
事
件
が
起
こ
っ
た
一
八
九
一
年
に
か
け
、
こ
の
新
し
い
運
動
の
焦
点
の
ひ
と
つ

に
な
っ
た
の
が
、
法
定
八
時
間
労
働
日
の
問
題
で
あ
っ
た）

11
（

。
事
件
の
発
生
に
際
し
、
こ
う
い
っ
た
世
論
の
流
れ
や
影
響
が
、「
ロ
ッ
ク

ア
ウ
ト
」
し
た
側
の
警
戒
心
の
源
泉
と
な
っ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い）

11
（

。

　

こ
れ
に
対
し
、
停
職
官
た
ち
は
規
定
さ
れ
た
就
業
時
間
を
ど
う
捉
え
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
当
時
、
貯
蓄
課
で
の
労
働
は
五
〇
〇
～

六
〇
〇
名
程
度
の
男
性
と
四
五
〇
名
ほ
ど
の
女
性
で
賄
わ
れ
、
そ
の
労
働
条
件
は
非
常
に
厳
し
い
も
の
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
そ
れ
は

「
残
業
の
量
が
常
軌
を
逸
し
て
お
り
、
し
か
も
そ
の
状
況
が
複
数
年
に
わ
た
っ
て
続
い
て
い
る
。
多
く
の
職
員
が
一
年
の
う
ち
九
ヶ
月

を
午
前
八
時
か
ら
午
後
八
時
ま
で
の
一
二
時
間
労
働
に
従
事
し
て
い
る
と
い
わ
れ
る
」
よ
う
な
厳
し
さ
で
あ
っ
た）

11
（

。
そ
の
た
め
、「
繁

忙
期
に
は
ほ
ぼ
三
〇
〇
人
が
出
勤
列
車
に
乗
っ
て
都
市
に
赴
き
、
一
日
に
一
一
時
間
半
の
労
働
を
こ
な
し
て
い
る
」
状
態
で
あ
っ
た）

11
（

。

こ
の
よ
う
に
就
業
時
間
が
長
期
化
し
て
い
た
理
由
は
、
一
八
八
〇
年
代
に
貯
蓄
課
で
の
仕
事
量
が
急
増
し
た
か
ら
で
あ
っ
た）

1（
（

。
そ
し
て
、

増
え
た
業
務
量
は
主
に
男
性
職
員
の
残
業
に
よ
っ
て
遂
行
さ
れ
て
い
た
。
官
僚
制
度
改
革
の
後
で
さ
え
、
業
務
量
の
増
加
と
人
手
不
足

の
せ
い
で
下
級
官
の
事
務
作
業
は
苛
酷
な
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る）

11
（

。
こ
の
状
況
下
に
お
い
て
「
一
日
の
最
大
就
業
時
間
は
七
時
間
、
残

業
は
全
廃
と
定
め
ら
れ
た）

11
（

」
こ
と
は
、
彼
ら
に
と
っ
て
官
僚
制
度
改
革
に
よ
る
ひ
と
つ
の
成
果
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
彼
ら
が
請
願

書
に
お
い
て
、
以
下
の
点
を
強
調
し
た
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
。
請
願
書
で
は
「
逓
信
省
で
の
残
業
は
完
全
に
自
由
意
志
を
尊
重
す
る
と

い
う
、
下
院
に
お
い
て
繰
り
返
さ
れ
た
レ
イ
ク
ス
氏
の
発
言）

11
（

」、「
ど
の
よ
う
な
場
合
に
お
い
て
も
残
業
は
強
制
で
は
な
い
、
と
い
う
下

院
で
繰
り
返
さ
れ
た
逓
信
大
臣
の
宣
言
」
が
行
動
の
根
拠
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
る）

11
（

。

　

停
職
官
た
ち
は
、
官
僚
制
度
改
革
に
よ
り
規
定
さ
れ
た
就
業
時
間
を
重
視
し
、
残
業
は
自
由
意
志
で
行
わ
れ
る
も
の
と
捉
え
た
。
彼



一
四
三

「
ロ
ッ
ク
ア
ウ
ト
」
事
件
顛
末
記

ら
は
就
業
時
間
外
の
時
間
ま
で
常
に
、
業
務
に
拘
束
さ
れ
な
く
な
っ
た
こ
と
を
歓
迎
し
た
の
で
あ
る
。

　

で
は
、
彼
ら
は
就
業
時
間
外
の
時
間
を
ど
の
よ
う
に
過
ご
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
当
時
の
下
級
官
向
け
の
週
刊
新
聞
に
は
、
彼
ら
の
就

業
時
間
外
の
時
間
、
い
わ
ゆ
る
余
暇
に
関
す
る
情
報
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
記
事
か
ら
は
、
男
性
下
級
官
た
ち
が
イ
ー
ス
タ
ー
休
暇
中

の
旅
行
か
ら
自
転
車
で
の
ツ
ー
リ
ン
グ
ま
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
娯
楽
を
余
暇
に
楽
し
ん
で
い
た
こ
と
が
わ
か
る）

11
（

。
彼
ら
の
楽
し
み
で
あ
っ

た
も
の
の
ひ
と
つ
に
、
大
規
模
な
集
会
や
討
論
会
が
あ
っ
た）

11
（

。
下
級
官
向
け
週
刊
新
聞
で
は
、
読
者
の
関
心
の
高
さ
を
反
映
し
て
、
こ

う
い
っ
た
集
会
の
情
報
が
詳
細
に
報
道
さ
れ
た
。
な
か
に
は
千
人
を
越
え
る
参
加
者
を
集
め
た
集
会
も
あ
っ
た）

11
（

。
参
加
し
た
下
級
官
た

ち
は
集
会
を
通
じ
、
世
論
に
自
分
た
ち
の
現
状
を
伝
え
よ
う
と
活
動
す
る
こ
と
も
あ
っ
た）

11
（

。
集
会
に
出
席
し
、
演
壇
に
登
っ
て
演
説
し

た
り
同
僚
と
の
活
発
な
議
論
を
楽
し
ん
だ
り
す
る
こ
と
も
、
彼
ら
に
と
っ
て
の
余
暇
の
過
ご
し
方
で
あ
っ
た
。
事
件
発
生
時
に
停
職
官

た
ち
が
す
ぐ
さ
ま
集
会
を
企
画
し
組
織
立
っ
た
行
動
に
移
れ
た
の
も
、
こ
う
い
っ
た
集
会
や
討
論
会
に
以
前
か
ら
親
し
ん
で
い
た
た
め

だ
と
考
え
ら
れ
る）

11
（

。
ま
た
先
に
検
討
し
た
よ
う
に
、
逓
信
官
た
ち
は
年
齢
が
近
く
、
同
僚
や
近
似
の
専
門
職
者
が
近
隣
や
家
族
に
多

か
っ
た
。
こ
の
こ
と
も
、
彼
ら
が
下
級
官
な
い
し
は
専
門
職
者
と
し
て
、
就
業
時
間
に
関
す
る
認
識
を
共
有
す
る
こ
と
を
助
け
た
の
か

も
し
れ
な
い
。

　

こ
の
よ
う
に
、「
ロ
ッ
ク
ア
ウ
ト
」
事
件
は
、
官
僚
制
度
改
革
以
前
と
は
異
な
る
就
業
時
間
に
関
す
る
下
級
官
の
意
識
と
、
余
暇
で

培
わ
れ
た
経
験
と
が
結
び
つ
い
て
起
こ
っ
た
、「
官
僚
制
度
史
上
、
先
例
が
な
い
」
事
態
で
あ
っ
た
の
で
あ
る）

1（
（

。
ゆ
え
に
、
下
級
官
に

と
っ
て
の
日
常
生
活
も
ま
た
「
ロ
ッ
ク
ア
ウ
ト
」
事
件
の
展
開
に
深
く
関
係
し
て
い
た
と
い
え
る
。

お
わ
り
に

　

本
稿
で
は
、
一
八
九
一
年
の
「
ロ
ッ
ク
ア
ウ
ト
」
事
件
を
通
じ
て
、
近
代
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
下
級
官
の
就
業
時
間
へ
の
認
識
を
生

活
史
の
視
点
か
ら
考
え
て
き
た
。
事
件
が
空
前
の
出
来
事
と
な
っ
た
理
由
は
、
官
僚
制
度
改
革
に
よ
り
獲
得
さ
れ
た
就
業
時
間
に
対
す



一
四
四

る
認
識
を
、
下
級
官
た
ち
が
共
有
で
き
る
土
台
が
成
立
し
、
そ
れ
を
基
盤
と
し
た
上
層
部
へ
の
対
応
が
可
能
に
な
っ
て
い
た
か
ら
で

あ
っ
た
。

　

し
か
し
今
回
の
考
察
で
示
す
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
下
級
官
の
生
活
史
に
関
す
る
、
あ
く
ま
で
も
試
論
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
下
級

官
た
ち
の
集
会
活
動
を
通
じ
た
連
帯
意
識
の
醸
成
に
つ
い
て
は
、「
ロ
ッ
ク
ア
ウ
ト
」
事
件
を
越
え
て
、
今
後
も
検
討
し
て
い
く
必
要

が
あ
る
だ
ろ
う
。
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次
官
が
行
っ
た
措
置
に
対
し
、
四
日
の
時
点
で
は
逓
信

大
臣
も
、
処
分
が
大
規
模
す
ぎ
る
点
に
つ
い
て
疑
念
を
抱
い
て
い

た
。Post 30/599,�File�N
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ヘ
ン
リ
ー
・
セ
シ
ル
・
レ
イ
ク
ス
（
一
八
三
八
～
九
一

年
）
は
保
守
党
の
政
治
家
で
、「
ロ
ッ
ク
ア
ウ
ト
」
時
に
は
逓
信

大
臣
で
あ
っ
た
。
一
八
八
六
年
に
大
臣
に
就
任
し
た
が
、「
ロ
ッ

ク
ア
ウ
ト
」
の
発
生
か
ら
半
年
後
の
一
八
九
一
年
八
月
二
四
日
に

在
職
の
ま
ま
急
死
し
た
。D

ictionary of N
ational Biography

の
記
事
に
よ
れ
ば
、
彼
の
死
因
は
公
務
へ
の
不
安
と
過
労
に
よ
る

も
の
だ
っ
た
と
い
う
。

（
（（
）��D

aily T
elegraph,�Jan.�（,�（（（（,�'D

ispute�at�the�Post�
O

ffi
ce'.

（
（（
）��Post 30/599,�File�N

o.�（（�(Jan.�（,�（（（（).

（
（（
）��Civil Service G

azette,�Jan.�（0,�（（（（�(no.�（（（0),�pp.�（-（,�
'T

he�T
opics�of�the�W

eek'.�

事
件
が
大
き
く
報
道
さ
れ
て
い
く

中
、
停
職
官
ら
の
主
張
や
処
分
撤
回
の
要
請
に
対
し
、
監
督
官
は



一
四
六

五
日
、
彼
ら
の
主
張
の
正
当
性
に
つ
い
て
弁
護
士
に
相
談
し
、

「
適
切
な
限
度
内
で
あ
れ
ば
、
一
日
七
時
間
を
越
え
て
残
業
を
遂

行
す
る
義
務
」
が
下
級
官
に
は
あ
る
と
の
助
言
を
得
て
い
た
。

Post 30/599,�File�N
o.�（（�(Jan.�（,�（（（（).

（
（（
）��E

vening N
ew

s,�Jan.�（,�（（（（,�'M
ore�Suspensions�T

o-
day'.

（
（（
）��T

im
es,�Jan.�（,�（（（（�p.�（,�'T

he�Suspended�Post�O
ffi

ce�
Clerks'.

（
（0
）��D

aily Chronicle,�Jan.�（,�（（（（,�'Great�Lock-out�at�the�
Post�O

ffi
ce�Savings�Bank.�（00�Clerks�Suspended'.

（
（（
）��T

im
es,�Jan.�（,�（（（（,�p.�（,�'T

he�Suspended�Post�O
ffi

ce�
Clerks';�C

ivil Service G
azette,�Jan.�（0,�（（（（�(no.�（（（0),�

pp.�（-（,�'Savings�Bank�Clerk's�D
ispute'.

（
（（
）��CST

,�Jan.�（0,�（（（（�(no.�（（（),�pp.�（（-（（,�'T
he�Savings�

Bank�D
epartm

ent,�“Lock-out”�of�Clerks'.�

な
お
代
表
者
は
、

後
述
の
表
中
で
は
項
番
の
五
、
一
二
、
一
三
四
、
二
九
、
八
三
、

一
四
七
に
該
当
す
る
。

（
（（
）��Standard,�Jan.�（,�（（（（,�'T

he�Post�O
ffi

ce�Savings�Bank-
D

eputation�of�Suspended�Clerks'.

（
（（
）��T

im
es,�Jan.�（（,�（（（（,�p.�（,�'T

he�Post�O
ffice�Savings�

Bank�D
epartm

ent'.

（
（（
）��Civil Service G

azette,�Jan.�（0,�（（（（�(no.�（（（0),�pp.�（-（,�
'Savings�Bank�Clerk's�D

ispute'.

（
（（
）��C

ST
,�Jan.�（（,�（（（（�(no.�（（（),�pp.�（（-（（,�'E

ditorial�
N

otes'.

（
（（
）��Post 30/599,�File�N

o.�（（�(Jan.�（（,�（（（（).

（
（（
）��Post 30/599,�File�N

o.�（（�(Jan.�（（,�（（（（).

（
（（
）��T

im
es,�Feb.�（,�（（（（,�p.�（,�'T

he�Savings�Bank�Clerks'.

（
（0
）��H
ansard,�（rd�series,�vol.�（（（�(Jan.�（（,�（（（（),�col.�（（（（;�

H
ansard,�（rd�series,�vol.�（（0�(Feb.�（,�（（（（),�cols.�（（-（（.

（
（（
）��Post 30/599,�File�N

o.�（（�(M
arch�（,�（（（（).�

ベ
イ
カ
ー
、

ブ
ー
ス
は
後
述
の
表
中
で
は
、
項
番
一
七
、
一
三
に
あ
た
る
。

（
（（
）��C

ST
,�M

ay�（（,�（（（（�(no.�（（（),�pp.�（（（-（（（,�'Editorial�
N

otes'.�

最
終
的
に
昇
給
は
、「
ロ
ッ
ク
ア
ウ
ト
」
事
件
で
の
処
分

を
除
外
し
た
、
元
停
職
官
た
ち
の
実
績
に
応
じ
て
、
一
八
九
一
年

六
月
以
降
、
許
可
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。Post 30/599,�File�

N
o.�（（�(June�（（,�（（（（).

（
（（
）��C

ST
,�M

ay�（（,�（（（（�(no.�（（（),�pp.�（（（-（（（,�'Editorial�
N

otes';�C
ST

,�M
ay�（（,�（（（（�(no.�（（（),�pp.�（（（-（（（,�

'Editorial�N
otes'.

（
（（
）��C

ST
,�June�（（,�（（（（�(no.�（（0),�pp.�（（（-（（（,�'Editorial�

N
otes';�Civil Service G

azette,�Feb.�（,�（（（（�(no.�（（（（),�pp.�
（-（0.

（
（（
）��C

ST
,�June�（0,�（（（（�(no.�（（（),�p.�（（（,�'T

he�Savings�
Bank�D

epartm
ent'.

（
（（
）��H

.�G
.�Sw

ift,�A
 H

istory of P
ostal A

gitation‒from
 

E
ighty Y

ears A
go till the Present D

ay�(（（（（)�(London�&
�

M
anchester,�（（（（:�N

ew
�&

�Revised�ed.),�p.�（（（.
（
（（
）��G

lobe,�F
eb.�（（,�（（（（,�A

�W
om

an�T
axpayer,�'“C

ivil�
Service�Strike”'.

（
（（
）��T

im
es,�Jan.�（（,�（（（（,�'Post�O

ffi
ce�Savings�Bank'.

（
（（
）��M

orning Post,�Jan.�（,�（（（（.



一
四
七

「
ロ
ッ
ク
ア
ウ
ト
」
事
件
顛
末
記

（
（0
）��Star,�Jan.�（（,�（（（（,�'T

he�Fiasco�at�the�S.�B.�D
.,�the�

Fire�W
as�Sm

othered�O
ver�w

ith�O
ffi

cial�“Slack”,�but�It�
Still�Sm

oulders';�CST
,�Jan.�（（,�（（（（�(no.�（（（),�p.�（（,�'T

he�
Savings�Bank�D

epartm
ent,�the�Case�for�a�Com

m
ission'.�

ま
たSw

ift,�A
 H

istory of Postal A
gitation,�p.�（（（�

も
参
照

の
こ
と
。
下
級
官
の
不
満
に
つ
い
て
は
、
内
務
省
職
員
に
つ
い
て

研
究
し
た
ペ
リ
ュ
ー
が
「
二
級
官
の
不
満
は
一
般
的
に
低
賃
金
と

昇
進
見
込
み
の
少
な
さ
を
中
心
と
す
る
も
の
だ
っ
た
。
特
に
彼
ら

は
錯
覚
で
は
な
く
、
一
級
官
僚
職
へ
の
昇
進
と
そ
の
結
果
と
し
て

の
賃
金
六
百
ポ
ン
ド
越
え
を
心
か
ら
望
ん
で
い
た
」
と
説
明
し
て

い
る
。Jill�Pellew

,�T
he H

om
e O

ffice 1848-1914, from
 

Clerks to Bureaucrats�(London,�（（（（),�p.�（（（.

（
（（
）��H

enry�St.�John�Raikes,�T
he Life and Letters of H

enry 
C

ecil R
aikes: L

ate H
er M

ajesty's P
ostm

aster G
eneral�

(L
ondon,�（（（（);�H

arriet�Sydney�D
obbs�M

ontagu�
B

lackw
ood,�Som

e R
ecords of the L

ife of Stevenson 
A

rthur Blackw
ood, K

. C. B. (London,�（（（（).

（
（（
）��

表
は
史
料
①P
ost 30/599,�File�（（�(Jan.�（,�（（（（�–�Jan.�

（（,�（（（（)�'M
em

orial�by�O
ffi

cers�Suspended�(File�（（)'
、
史

料
②�List of O

ffi
cers of the G

eneral Post O
ffi

ces, 1891
、

史
料
③Census�（（（（,�（（（（,�（（0（,�（（（（,�（（（（�

を
用
い
て
作
成

し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
ず
史
料
①
に
残
さ
れ
た
停
職
官
の
請
願
書

か
ら
、
史
料
②
と
照
ら
し
合
わ
せ
つ
つ
、
署
名
を
用
い
て
停
職
官

の
氏
名
を
特
定
し
た
。
史
料
①
に
は
署
名
の
一
覧
が
二
枚
添
付
さ

れ
て
お
り
、
一
方
の
み
に
署
名
が
あ
る
場
合
や
片
方
に
重
複
し
て

署
名
が
あ
る
場
合
も
あ
る
た
め
、
そ
れ
ら
を
精
査
し
、
最
終
的
に

ブ
ラ
ッ
ク
ウ
ッ
ド
が
述
べ
た
人
数
よ
り
二
名
多
い
、
総
計
二
二
六

名
を
請
願
者
（
停
職
官
）
と
し
た
。
次
に
一
八
八
一
年
以
降
の
国

勢
調
査
の
結
果
か
ら
、
停
職
官
の
出
身
地
や
生
年
（
年
齢
）、
居

住
地
、
同
居
者
構
成
（
年
齢
・
職
業
を
含
む
）
な
ど
を
割
り
出
し

た
。

（
（（
）��See List of O

ffi
cers of the G

eneral Post O
ffi

ce,�（（（（-
（（00.�

一
九
〇
〇
年
ま
で
の
間
、
毎
年
三
〇
～
八
〇
人
程
度
が
採

用
さ
れ
て
い
る
。

（
（（
）��

そ
の
他
に
も
所
属
は
異
な
る
も
の
の
、
一
九
〇
一
年
に
お
い
て

項
番
二
二
〇
の
ペ
リ
ー
の
下
宿
仲
間
も
下
級
官
で
あ
っ
た
。
加
え

て
家
族
に
専
門
職
種
（
政
府
職
員
や
事
務
員
、
教
師
な
ど
）
が
多

く
見
受
け
ら
れ
る
の
も
特
徴
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
例
え
ば
後
述
の

ウ
ォ
ー
タ
ー
ハ
ウ
ス
家
で
は
、
一
八
九
一
年
の
時
点
で
一
六
歳
以

上
の
兄
妹
五
名
が
逓
信
省
で
事
務
官
と
し
て
働
い
て
い
た
。

（
（（
）��

下
層
中
産
階
級
に
つ
い
て
はG.Crossick�(ed.),�T

he Low
er 

M
iddle Class in Britain 1870-1914�(London,�（（（（)

［
島

浩
二�

他
訳
『
イ
ギ
リ
ス
の
下
層
中
産
階
級
の
社
会
史
』（
法
律
文

化
社
、
一
九
九
〇
年
）］
を
、
専
門
職
社
会
に
つ
い
て
はH

arold�
J.�Perkin,�T

he R
ise of P

rofessional Society, E
ngland 

since 1880�(London,�（（（（)

お
よ
び
同
（
有
本
章�

他
編
訳
）

「
専
門
職
社
会
の
勃
興
」『
イ
ギ
リ
ス
高
等
教
育
と
専
門
職
社

会
』（
玉
川
大
学
出
版
部
、
一
九
九
八
年
、
三
五
～
四
九
頁
）
を

参
照
。

（
（（
）��H

ugh�A
rm

strong�C
legg,�A

lan�F
ox�and�A

lfred�
Frederick�T

hom
pson�(eds.),�A

 H
istory of British T

rade 
U

nions since 1889,�vol. I: 1889-1910�(O
xford,�（（（（),�p.�



一
四
八

（（.

（
（（
）��

こ
の
時
期
の
八
時
間
労
働
日
を
求
め
る
労
働
運
動
の
盛
り
上
が

り
に
つ
い
て
は
、
安
川
悦
子
「
法
定
八
時
間
労
働
日
運
動
の
展

開
」
同
『
イ
ギ
リ
ス
労
働
運
動
と
社
会
主
義

─
「
社
会
主
義
の

復
活
」
と
そ
の
時
代
の
思
想
史
的
研
究
』（
御
茶
の
水
書
房
、
一

九
八
二
年
、
一
五
七
～
一
八
五
頁
）
お
よ
び
浜
林
正
夫
『
イ
ギ
リ

ス
労
働
運
動
史
』（
学
習
の
友
社
、
二
〇
〇
九
年
）
を
参
照
。

（
（（
）��

特
に
当
時
、
逓
信
省
の
男
性
下
級
官
と
上
層
部
と
は
事
件
以
前

か
ら
女
性
職
員
の
雇
用
を
め
ぐ
り
、
緊
迫
し
た
状
況
に
あ
っ
た
。

そ
の
た
め
、
上
層
部
は
事
件
発
生
時
に
、
女
性
雇
用
に
対
す
る
男

性
職
員
の
抵
抗
を
よ
り
強
く
認
識
し
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
に

つ
い
て
は
、
稿
を
改
め
て
論
じ
た
い
。

（
（（
）��T

im
es,�Jan.�（,�（（（（�p.�（,�'T

he�Suspended�Post�O
ffi

ce�
Clerks'.

（
（0
）��T

he Civilian,�O
ct.�（,�（（（0,�pp.�（（（-（（（,�'T

he�Savings�
Bank,�Im

portant�M
eeting�of�the�M

ale�Staff'.�

（
（（
）��Standard,�Jan.�（,�（（（（,�'D

ispute�at�the�Post�O
ffi

ce'.�

同

記
事
で
は
、「
一
八
八
六
年
以
降
、
逓
信
省
貯
蓄
課
の
業
務
は
年

に
約
一
〇
％
ず
つ
増
え
て
お
り
、（
中
略
）
こ
れ
ら
の
数
値
は
三

年
間
で
業
務
が
二
五
％
増
し
に
な
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ

の
う
え
職
員
は
減
ら
さ
れ
て
お
り
、
一
八
九
〇
年
の
終
わ
り
に
は

男
性
職
員
は
一
八
八
六
年
の
段
階
よ
り
も
三
〇
人
も
少
な
く
な
っ

た
が
、
女
性
職
員
に
委
譲
さ
れ
た
仕
事
量
は
上
昇
し
た
分
の
約

五
％
だ
け
で
あ
っ
た
」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。

（
（（
）��Standard,�Jan.�（,�（（（（,�'D

ispute�at�the�Post�O
ffi

ce'.

（
（（
）��Star,�Jan.�（,�（（（（,�'A

ddress�“Loyal”�Savings�B
ank�

Clerks�T
o-day'.�

貯
蓄
課
の
男
性
職
員
は
も
と
も
と
六
時
間
の
勤

務
職
と
し
て
入
省
し
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
種
々
の
議
論
は
あ
っ

た
も
の
の
、
最
終
的
に
は
、
七
時
間
勤
務
へ
の
変
更
に
よ
り
俸
給

に
一
時
間
分
の
補
償
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の
一
方

で
、
過
大
な
業
務
量
と
の
関
係
で
七
時
間
勤
務
と
同
時
に
議
論
さ

れ
て
い
た
、
男
性
職
員
の
加
増
案
は
一
八
八
九
年
半
ば
に
は
早
々

に
凍
結
さ
れ
、
女
性
職
員
の
増
員
の
み
が
推
進
さ
れ
る
こ
と
と

な
っ
た
。Post 30/599,�File�N

o.�（�(Sep.�（0,�（（（0)�&
�File�

N
o.�（�(Sep.�（（,�（（（（).�

こ
の
意
味
で
、「
ロ
ッ
ク
ア
ウ
ト
」
事
件

以
前
か
ら
女
性
職
員
の
み
の
加
増
に
対
す
る
不
満
が
燻
っ
て
い
た

一
方
、
男
性
職
員
は
制
度
が
正
式
に
導
入
さ
れ
た
一
八
九
〇
年
一

一
月
以
降
、
勤
務
が
一
時
間
延
び
て
お
り
、
事
件
に
際
し
て
は
、

さ
ら
な
る
勤
務
時
間
の
延
長
（
残
業
）
を
次
官
か
ら
求
め
ら
れ
る

こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

（
（（
）��CST

,�Jan.�（0,�（（（（�(no.�（（（),�pp.�（（-（（,�'T
he�Savings�

Bank�D
epartm

ent,�“Lockout“�of�Clerks'.

（
（（
）��Post 30/599,�File�N

o.�（（�(Jan.�（,�（（（（).�

停
職
官
た
ち
の

主
張
に
対
し
て
逓
信
省
の
上
層
部
は
、
繁
忙
期
で
あ
る
こ
と
と
公

益
や
国
益
に
関
わ
る
こ
と
を
強
調
し
、
そ
れ
ら
を
理
由
に
、
リ
ド

リ
ー
委
員
会
の
改
革
案
を
無
視
し
て
下
級
官
に
残
業
を
命
じ
る
こ

と
が
可
能
だ
と
主
張
し
た
。For�exam

ple,�see�T
im

es,�Jan.�（,�
（（（（,�p.�（,�'Suspension�of�Post�O

ffice�Savings�B
ank�

Clerks';�T
im

es,�Jan.�（（,�（（（（,�p.�（,�'Extra�W
ork�in�the�

Post�O
ffice';�C

ivil Service G
azette,�Jan.�（0,�（（（（�(no.�

（（（0),�pp.�（-（,�'Savings�Bank�Clerk's�D
ispute'.�

上
層
部
は

停
職
官
の
請
願
書
で
の
主
張
に
つ
い
て
、
そ
の
有
効
性
を
弁
護
士



一
四
九

「
ロ
ッ
ク
ア
ウ
ト
」
事
件
顛
末
記

に
確
認
し
、
助
言
を
受
け
て
対
応
の
準
備
を
進
め
て
い
っ
た
。

P
ost 30/599,�F

ile�（（�(Jan.�（,�（（（（‒Jan.�（（,�（（（（)�
'M

em
orial�by�O

ffi
cers�Suspended�(File�（（)'

（
（（
）��For�exam

ple,�see�CST
,�M

arch�（（,�（（（0�(ns�no.�（（),�pp.�
（（（-（（（,�'Easter�H

oliday�A
rrangem

ents'.

（
（（
）��C

ST
,�A

ug.�（（,�（（（（�(ns�no.�（),�pp.�（0（-（0（,�'M
ass�

M
eeting�of�Low

er�D
ivision�Clerks'.

（
（（
）��CST

,�Feb.�（（,�（（（（�(no.�（),�pp.�（-（,�'Civil�Service�Re-
organization'.

（
（（
）��Ibid.,�pp.�（-（,�'M

ass�M
eeting�of�Low

er�D
ivision�clerks�

at�W
estm

inster�Palace�H
otel'.

（
（0
）��

下
級
官
の
余
暇
や
集
会
に
つ
い
て
詳
し
く
は
、
拙
稿
「
近
代
化

の
も
と
で
の
日
常

─
一
九
世
紀
後
半
イ
ギ
リ
ス
の
官
僚
生
活
史

─
」
小
澤
弘
明
（
他
編
）『
つ
な
が
り
と
権
力
の
世
界
史
』（
彩

流
社
、
二
〇
一
四
年
、
一
一
五
～
一
三
一
頁
）
を
参
照
。
下
級
官

に
よ
る
、
常
設
で
専
門
的
な
互
助
組
織
が
設
立
さ
れ
る
の
は
一
八

九
〇
年
代
以
降
の
こ
と
で
あ
っ
た
。See�C

legg,�F
ox�&

�
T

hom
pson�(eds.),�A

 H
istory of B

ritish T
rade U

nions 
since 1889,�vol. I,�pp.�（（（-（（（.

（
（（
）��C

ST
,�Jan.�（0,�（（（（�(no.�（（（),�pp.�（（-（（,�'E

ditorial�
N

otes'.



一
五
〇

「
ロ

ッ
ク

ア
ウ

ト
」

下
級

官
リ

ス
ト

（
総

計
（（（名

）

№
Surnam

e
First�Nam

e�
（

Initial�
Letters）

任
官

年
年

齢
（

（（（（年
）

誕
生

年
出

身
地

戸
主

と
の

関
係

（
（（（（年

）

居
住

地
（

（（（（年
）

本
人

を
除

く
同

居
人

構
成

（
（（（（年

）

戸
主

と
の

関
係

（
（（0（年

）

居
住

地
（

（（0（年
）

本
人

を
除

く
同

居
人

構
成

（
（（0（年

）

（
M

ackinlay
C.

（（（（
（（

（（（（
ミ

ド
ル

セ
ッ

ク
ス

息
子

ロ
ン

ド
ン

母
（

（（）

（
Cooper

C.
（（（（

（（
（（（（

リ
ン

カ
ン

本
人

サ
リ

ー
妻

（
（（）

息
子

（
（（/（（/（/（）

娘
（

（（/（（）

（
M

cCallum
J.�T

.
（（（（

（0
（（（（

デ
ヴ

ォ
ン

本
人

ロ
ン

ド
ン

妻
（

（0）
本

人
ロ

ン
ド

ン
妻

（
（（）

姪
（

（（）
家

事
使

用
人

（
（（）

（
Russell

C.�F.
（（（（

（（
（（（（

ハ
ン

プ
シ

ャ
ー（
ワ

イ
ト

島
）

本
人

サ
リ

ー
母

（
（（）

叔
母

（
（（）

家
事

使
用

人
（

（（）

（
H

udson
W

.�R.
（（（（

（（
（（（（

ケ
ン

ト
本

人
ロ

ン
ド

ン

妻
（

（（）
娘

（
（）

息
子

（
（）

家
事

使
用

人
（

（（）

本
人

ミ
ド

ル
セ

ッ
ク

ス

妻
（

（（）
娘

（
（（）

息
子

（
（（）

（
Sm

ith
W

.
（（（（

（（
（（（（

ケ
ン

ト
本

人
エ

セ
ッ

ク
ス

妻
（

（（）
娘

（
（/（/（/（）

息
子

（
（/（）

家
事

使
用

人
（

（（）

本
人

エ
セ

ッ
ク

ス
妻

（
（（）

娘
（

（（/（（/（（/（）
息

子
（

（（/（（/（/（/（）

（
D

aniel
A

.�S.
（（（（

（（
（（（（

グ
ロ

ス
タ

ー
シ

ャ
ー

本
人

ロ
ン

ド
ン

本
人

の
み

（
D

enial
J.�J.

（（（（
（（

（（（（
ヨ

ー
ク

シ
ャ

ー
本

人
ロ

ン
ド

ン
妻

（
（（）

息
子

（
（（/0）

娘
（

（/（/（）

（
D

'O
lier

I.�J.
（（（（

（（
（（（（

ミ
ド

ル
セ

ッ
ク

ス
本

人
ロ

ン
ド

ン
妻

（
（0）

滞
在

者
（

（）
家

事
使

用
人

（
（（）

（0
Frith

J.�C.
（（（（

（（
（（（（

グ
ロ

ス
タ

ー
シ

ャ
ー

本
人

サ
リ

ー
妻

（
（（）

本
人

サ
リ

ー
妻

（
（（）

家
事

使
用

人
（

（（）

（（
Iley

W
.

（（（（
（（

（（（（
ロ

ン
ド

ン
本

人
ロ

ン
ド

ン
妻

（
（（）

息
子

（
（0）

娘
（

（）

（（
Bellam

y
W

.�C.
（（（（

（（
（（（（

リ
ン

カ
ン

本
人

サ
リ

ー
妻

（
（（）

息
子

（
（）

娘
（

（0/（/（）
本

人
サ

リ
ー

妻
（

（（）
娘

（
（0/（（）

息
子

（
（（/（）



一
五
一

「
ロ
ッ
ク
ア
ウ
ト
」
事
件
顛
末
記

（（
Booth

W
.

（（（（
（（

（（（（
ア

イ
ル

ラ
ン

ド
息

子
ロ

ン
ド

ン
母

（
（（）

弟
（

（（）
妹

（
（（/（（）

本
人

エ
セ

ッ
ク

ス

妻
（

（（）
娘

（
（/（）

息
子

（
（）

家
事

使
用

人
（

（（）

（（
W

illiam
s

T
.�W

.
（（（（

（（
（（（（

ロ
ン

ド
ン

本
人

ロ
ン

ド
ン

妻
（

（（）
本

人
ロ

ン
ド

ン

息
子

（
（0/（（/（0/（）

娘
（

（（/（）
家

政
婦

（
（0）

家
政

婦
息

子
（

（）
（（

H
ooper

F.�J.
（（（（

（（
（（（0

ケ
ン

ト
本

人
ロ

ン
ド

ン
妻

（
（（）

（（
Scott

G.
（（（（

（（
（（（0

ロ
ン

ド
ン

本
人

ロ
ン

ド
ン

妻
（

（（）
息

子
（

（/0）
家

事
使

用
人

（
（（）

本
人

ロ
ン

ド
ン

妻
（

（（）
息

子
（

（（/（0）
家

事
使

用
人

（
（（）

（（
Baker

A
.�F.

（（（（
（0

（（（（
サ

リ
ー

滞
在

者
ミ

ド
ル

セ
ッ

ク
ス

宿
主

（
（（）

宿
主

妻
（

（（）
宿

主
姪

（
（（）

家
事

使
用

人
（

（（）

本
人

サ
リ

ー
妻

（
（（）

義
息

子
（

（（）

（（
N

unneley
F.�W

.
（（（（

（0
（（（（

ミ
ド

ル
セ

ッ
ク

ス
下

宿
人

サ
リ

ー
大

家
（

（（）
大

家
妻

（
（（）

大
家

娘
（

（（/（（）
本

人
サ

リ
ー

息
子

（
（）

義
母

（
（（）

家
事

使
用

人
（

（（）

（（
M

arshall
A

.
（（（（

（（
（（（0

ミ
ド

ル
セ

ッ
ク

ス
本

人
ミ

ド
ル

セ
ッ

ク
ス

妻
（

（（）
娘

（
（）

息
子

（
（）

父
（

（（）
家

事
使

用
人

（
（（）

本
人

ミ
ド

ル
セ

ッ
ク

ス

妻
（

（（）
娘

（
（（）

息
子

（
（（）

（0
Bate

C.�E.
（（（0

（（
（（（（

ケ
ン

ブ
リ

ッ
ジ

シ
ャ

ー

（（
Bennett�
[Bonnett]

H
.�K

.
（（（0

（（
（（（（

コ
ー

ン
ウ

ォ
ー

ル
息

子
ロ

ン
ド

ン

父
（

（（）
母

（
（0）

弟
（

（（）
妹

（
（（）

父
従

弟
（

（（）
家

事
使

用
人

（
（（）

息
子

ロ
ン

ド
ン

母
（

（0）
姉

（
（0）

妹
（

（（）
家

事
使

用
人

（
（（）

（（
Bunting

R.
（（（0

（（
M

eek
W

.�A
.

（（（0
（（

（（（（
ロ

ン
ド

ン
本

人
ロ

ン
ド

ン

妻
（

（（）
息

子
（

（）
娘

（
0）

母
（

（（）
家

事
使

用
人

（
（（）



一
五
二

№
Surnam

e
First�Nam

e�
（

Initial�
Letters）

任
官

年
年

齢
（

（（（（年
）

誕
生

年
出

身
地

戸
主

と
の

関
係

（
（（（（年

）

居
住

地
（

（（（（年
）

本
人

を
除

く
同

居
人

構
成

（
（（（（年

）

戸
主

と
の

関
係

（
（（0（年

）

居
住

地
（

（（0（年
）

本
人

を
除

く
同

居
人

構
成

（
（（0（年

）

（（
Potter

J.�J.
（（（0

（（
（（（（

ミ
ド

ル
セ

ッ
ク

ス
息

子
ロ

ン
ド

ン

父
（

（（）
母

（
（（）

弟
（

（（/（（/（（）
姉

（
（（）

妹
（

（（/（（/
？

）

本
人

エ
セ

ッ
ク

ス

妻
（

（（）
息

子
（

（/（）
娘

（
（）

家
事

使
用

人
（

（（）

（（
Shrubsall

E.�F.
（（（0

（（
（（（0

ロ
ン

ド
ン

本
人

ロ
ン

ド
ン

妻
（

（（）
息

子
（

（/0）
娘

（
（）

義
弟

（
（（）

本
人

ロ
ン

ド
ン

妻
（

（（）
息

子
（

（（/（0/（）
娘

（
（（）

（（
A

dderley
J.

（（（（
（（

（（（（
ロ

ン
ド

ン
本

人
ロ

ン
ド

ン
妻

（
（（）

本
人

ケ
ン

ト

妻
（

（（）
息

子
（

（/（）
娘

（
（/（）

家
事

使
用

人
（

（（）

（（
A

inscough
J.

（（（（
（（

（（（（
ラ

ン
カ

シ
ャ

ー
下

宿
人

ロ
ン

ド
ン

大
家

（
（（）

大
家

妻
（

（（）
大

家
娘

（
（）

（（
Bate

J.�L.
（（（（

（（
（（（（

デ
ヴ

ォ
ン

本
人

ロ
ン

ド
ン

妻
（

（（）
息

子
（

（）

（（
Bond

W
.�S.

（（（（
（（

（（（（
ド

ー
セ

ッ
ト

本
人

サ
リ

ー

妻
（

（（）
息

子
（

（）
家

事
使

用
人

（
（0）

家
事

使
用

人
息

子
（

（）

本
人

サ
リ

ー
妻

（
（（）

息
子

（
（0）

家
事

使
用

人
（

（（）

（0
Boulton

F.�T
.

（（（（
（（

（（（0
サ

リ
ー

息
子

ロ
ン

ド
ン

母
（

（（）
姉

（
（0）

兄
（

（（/（（）
妹

（
（0）

甥
（

（）

本
人

ロ
ン

ド
ン

姉
（

（0）
妹

（
（0）

（（
Brett

F.�J.
（（（（

（（
（（（（

ノ
ッ

テ
ィ

ン
ガ

ム
シ

ャ
ー

間
借

り
人

ロ
ン

ド
ン

家
主

（
（（）

家
主

妻
（

（（）
家

主
娘

（
（（）

間
借

り
人

（
（（）

滞
在

者
（

（（/（（）
家

事
使

用
人

（
（0）

下
宿

人
ロ

ン
ド

ン

大
家

（
（（）

大
家

妻
（

（0）
大

家
娘

（
（（/（（/（（/（（/（（）

下
宿

人
（

（（/（（/（（）

（（
Brittan

H
.�W

.
（（（（

（（
（（（（

ロ
ン

ド
ン

息
子

ロ
ン

ド
ン

母
（

（（）
娘

（
（0）



一
五
三

「
ロ
ッ
ク
ア
ウ
ト
」
事
件
顛
末
記

（（
Carw

ithen
C.

（（（（
（（

（（（（
ロ

ン
ド

ン
本

人
サ

フ
ォ

ー
ク

妻
（

（（）
娘

（
（）

滞
在

者
（

（（）
家

事
使

用
人

（
（（/（（）

専
門

看
護

婦
（

（（）

（（
Constant

C.�F.
（（（（

（（
（（（（

ケ
ン

ト
本

人
ケ

ン
ト

妻
（

（0）
息

子
（

（）
義

妹
（

（（）
本

人
ケ

ン
ト

妻
（

（（）
息

子
（

（（）
家

事
使

用
人

（
（（）

（（
Cornw

ell
H

.�F.
（（（（

（（
（（（（

ロ
ン

ド
ン

本
人

エ
セ

ッ
ク

ス
妻

（
（（）

息
子

（
（）

本
人

ロ
ン

ド
ン

妻
（

（（）
息

子
（

（（/（）
娘

（
（）

（（
D

yer
H

.
（（（（

（（
（（（（

グ
ロ

ス
タ

ー
シ

ャ
ー

下
宿

人
ロ

ン
ド

ン
大

家
（

（0）
家

事
使

用
人

（
（0）

滞
在

者
ロ

ン
ド

ン

宿
主

（
（（）

宿
主

妻
（

（（）
下

宿
人

（
（（/（（）

家
事

使
用

人
（

（（）

（（
Edw

ards
R.

（（（（
（（

（（（（
カ

ル
カ

ッ
タ

（
イ

ン
ド

）
本

人
ロ

ン
ド

ン

妻
（

（（）
母

（
（（）

妹
（

（（）
弟

（
（（）

妹
（

（）

本
人

ロ
ン

ド
ン

妻
（

（（）
息

子
（

（/（）

（（
Entw

isle
R.�J.

（（（（
（（

（（（（
ラ

ン
カ

シ
ャ

ー
本

人
ロ

ン
ド

ン
本

人
の

み

（（
H

arding
G.�L.

（（（（
（（

（（（（
ロ

ン
ド

ン
本

人
ミ

ド
ル

セ
ッ

ク
ス

妻
（

（0）
息

子
（

（/0）
家

事
使

用
人

（
（（）

本
人

デ
ヴ

ォ
ン

妻
（

（0）
息

子
（

（（/（0）

（0
H

atch
W

.�H
.

（（（（
（（

（（（（
ヨ

ー
ク

シ
ャ

ー
本

人
エ

セ
ッ

ク
ス

妻
（

（（）
息

子
（

（）
家

事
使

用
人

（
（（）

本
人

エ
セ

ッ
ク

ス
息

子
（

（（）
義

母
（

（（）
家

事
使

用
人

（
（（）

（（
H

odge
W

.�G.
（（（（

（（
（（（（

ケ
ン

ト
本

人
ロ

ン
ド

ン
妻

（
（（）

家
事

使
用

人
（

（（）
本

人
ロ

ン
ド

ン
妻

（
（（）

（（
H

oyles
E.�G.

（（（（
（（

（（（（
ロ

ン
ド

ン
本

人
ロ

ン
ド

ン
妻

（
（（）

息
子

（
0）

間
借

り
人

（
（（/（（）

本
人

ロ
ン

ド
ン

妻
（

（（）
息

子
（

（0）
娘

（
（）

（（
Jones

T
.�D

.
（（（（

（（
（（（（

ミ
ド

ル
セ

ッ
ク

ス
息

子
ミ

ド
ル

セ
ッ

ク
ス

父
（

（（）
姉

（
（（）

妹
（

（（）
女

学
生

（
（（/（（/（（/（（/（（/（（/（/

（/（/（（）
家

事
使

用
人

（
（0）

（（
K

uhn
F.�W

.
（（（（

（0
（（（（

ミ
ド

ル
セ

ッ
ク

ス
本

人
ロ

ン
ド

ン
妻

（
（（）



一
五
四

№
Surnam

e
First�Nam

e�
（

Initial�
Letters）

任
官

年
年

齢
（

（（（（年
）

誕
生

年
出

身
地

戸
主

と
の

関
係

（
（（（（年

）

居
住

地
（

（（（（年
）

本
人

を
除

く
同

居
人

構
成

（
（（（（年

）

戸
主

と
の

関
係

（
（（0（年

）

居
住

地
（

（（0（年
）

本
人

を
除

く
同

居
人

構
成

（
（（0（年

）

（（
Linsdell

J.�M
.

（（（（
（（

（（（（
エ

セ
ッ

ク
ス

本
人

エ
セ

ッ
ク

ス
妻

（
（（）

息
子

（
（）

兄
（

（（）

（（
M

cD
onough

J.
（（（（

（（
（（（（

ロ
ン

ド
ン

下
宿

人
ロ

ン
ド

ン

家
主

（
（（）

家
主

妻
（

（（）
家

主
娘

（
（（/（/（/（）

家
主

息
子

（
（）

下
宿

人
（

（（/（（）

本
人

サ
リ

ー

妻
（

（（）
息

子
（

（）
娘

（
（）

姉
（

（（）

（（
M

iddleton
F.

（（（（
（（

（（（（
ロ

ン
ド

ン
本

人
エ

セ
ッ

ク
ス

妻
（

（（）
娘

（
（/（/（）

息
子

（
（）

家
事

使
用

人
（

（（）

本
人

エ
セ

ッ
ク

ス
妻

（
（（）

娘
（

（（/（（/（（/（）

（（
M

oore
E.

（（（（
（（

（（（（
バ

ッ
キ

ン
ガ

ム
シ

ャ
ー

下
宿

人
サ

リ
ー

大
家

（
（（）

（（
O

'Sullivan
D

.�H
.

（（（（
（（

（（（（
ア

イ
ル

ラ
ン

ド
本

人
エ

セ
ッ

ク
ス

妻
（

（（）
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（
（）

（（0
Edw

ards
A

.�C.
（（（（

（（
（（（（

ロ
ン

ド
ン

息
子

ミ
ド

ル
セ

ッ
ク

ス

父
（

（（）
母

（
（（）

兄
（

（（）
従

姉
（

（（）
家

事
使

用
人

（
（（）

本
人

ミ
ド

ル
セ

ッ
ク

ス

妻
（

（（）
息

子
（

（）
家

事
使

用
人

（
（0）

（（（
Exley

A
.�R.

（（（（
（（

（（（（
ヨ

ー
ク

シ
ャ

ー
義

弟
エ

セ
ッ

ク
ス

義
兄

（
（（）

義
兄

妻
：

姉
（

（（）
姪

（
（）

甥
（

（）

弟
ロ

ン
ド

ン
姉

（
（0）

家
事

使
用

人
（

（（/（（）

（（（
Geeson

J.�F.
（（（（

（（
（（（（

レ
ス

タ
ー

シ
ャ

ー
甥

ロ
ン

ド
ン

伯
父

（
（（）

従
兄

弟
（

（（/（（）
従

姉
妹

（
（（/（（/（（）

本
人

ロ
ン

ド
ン

妻
（

（（）
息

子
（

（）
娘

（
0）



一
六
四

№
Surnam

e
First�Nam

e�
（

Initial�
Letters）

任
官

年
年

齢
（

（（（（年
）

誕
生

年
出

身
地

戸
主

と
の

関
係

（
（（（（年

）

居
住

地
（

（（（（年
）

本
人

を
除

く
同

居
人

構
成

（
（（（（年

）

戸
主

と
の

関
係

（
（（0（年

）

居
住

地
（

（（0（年
）

本
人

を
除

く
同

居
人

構
成

（
（（0（年

）

（（（
Giddins

U
.

（（（（
（（

（（（（
ケ

ン
ト

息
子

ロ
ン

ド
ン

母
（

（（）
兄

（
（（）

妹
（

（（）
従

妹
（

（（）
家

事
使

用
人

（
（（）

下
宿

人
ミ

ド
ル

セ
ッ

ク
ス

大
家

（
（0）

大
家

妻
（

（（）
大

家
娘

（
（（/（（/（（/（0/0）

家
事

使
用

人
（

（（）

（（（
Giddins

W
.�J.

（（（（
（（

（（（（
ミ

ド
ル

セ
ッ

ク
ス

息
子

ロ
ン

ド
ン

父
（

（（）
母

（
（（）

妹
（

（（/（（）
弟

（
（（）

本
人

ミ
ド

ル
セ

ッ
ク

ス
妻

（
（（）

（（（
Goshaw

k
G.�E.

（（（（
（（

（（（（
ミ

ド
ル

セ
ッ

ク
ス

息
子

ミ
ド

ル
セ

ッ
ク

ス

母
（

（（）
兄

（
（（）

妹
（

（（/（（）
母

方
叔

母
（

（（）

本
人

ミ
ド

ル
セ

ッ
ク

ス

妻
（

（（）
娘

（
（）

息
子

（
（）

（（（
H

ardcastle
H

.�W
.

（（（（
（（

（（（（
エ

セ
ッ

ク
ス

下
宿

人
ロ

ン
ド

ン

大
家

（
（（）

大
家

息
子

（
（（/（）

大
家

娘
（

（（/（（）
大

家
姪

（
（（）

本
人

ミ
ド

ル
セ

ッ
ク

ス

妻
（

（（）
娘

（
0）

家
事

使
用

人
（

（（/（（）

（（（
H

enderson
J.

（（（（
（（

（（（（
ス

コ
ッ

ト
ラ

ン
ド

息
子

エ
セ

ッ
ク

ス
父

（
（（）

家
事

使
用

人
（

（0）
息

子
エ

セ
ッ

ク
ス

父
（

（（）
母

（
（（）

（（（
H

icks
J.�S.

（（（（
（（

（（（（
コ

ー
ン

ウ
ォ

ー
ル

本
人

エ
セ

ッ
ク

ス

妻
（

（（）
娘

（
（）

滞
在

者
（

（（）
家

事
使

用
人

（
（（）

本
人

エ
セ

ッ
ク

ス

妻
（

（（）
娘

（
（）

息
子

（
（）

家
事

使
用

人
（

（（）

（（（
Jones

E.�M
.

（（（（
（（

（（（（
ウ

ェ
ー

ル
ズ

下
宿

人
ロ

ン
ド

ン

大
家

（
（（）

大
家

妻
（

（（）
大

家
娘

（
（（/（（）

大
家

息
子

（
（）

滞
在

者
（

（）
（（0

Jones
R.�R.

（（（（
（（

（（（（
ロ

ン
ド

ン

（（（
K

im
p

B.�W
.

（（（（
（（

（（（（
オ

ッ
ク

ス
フ

ォ
ー

ド
シ

ャ
ー

間
借

り
人

ミ
ド

ル
セ

ッ
ク

ス

家
主

（
（（）

家
主

妻
（

（（）
家

主
息

子
（

（）
家

主
娘

（
（）

間
借

り
人

（
（（）

本
人

ミ
ド

ル
セ

ッ
ク

ス
妻

（
（（）

息
子

（
0）



一
六
五

「
ロ
ッ
ク
ア
ウ
ト
」
事
件
顛
末
記

（（（
Little

A
.�E.

（（（（
（（

（（（（
カ

ナ
ダ

下
宿

人
ロ

ン
ド

ン

大
家

（
（（）

大
家

妻
（

（（）
大

家
息

子
（

（（）
大

家
娘

（
（（/（（）

下
宿

人
（

（（）
家

事
使

用
人

（
（（）

本
人

ロ
ン

ド
ン

妻
（

（（）
娘

（
（/（）

家
事

使
用

人
（

（（）

（（（
M

artyn
K

.�O
.

（（（（
（（

（（（（
ロ

ン
ド

ン
ロ

ン
ド

ン
本

人
ミ

ド
ル

セ
ッ

ク
ス

妻
（

（（）
息

子
（

（）
娘

（
（）

滞
在

者
（

（（）
家

事
使

用
人

（
（（）

（（（
M

aynard
W

.�C.
（（（（

（（
（（（（

リ
ン

カ
ン

本
人

ロ
ン

ド
ン

妻
（

（（）
息

子
（

（）

（（（
M

cClure
B.

（（（（
（（

（（（（
ラ

ン
カ

シ
ャ

ー
息

子
エ

セ
ッ

ク
ス

母
（

（（）
弟

（
（（）

姉
（

（（）

（（（
M

ears
J.�H

.
（（（（

（（
（（（（

ウ
ス

タ
ー

シ
ャ

ー
下

宿
人

ハ
ー

ト
フ

ォ
ー

ド
シ

ャ
ー

大
家

（
（（）

大
家

妻
（

（（）
大

家
娘

（
（（/（（/（（/（（/（/（）

大
家

息
子

（
（（）

下
宿

人
ハ

ー
ト

フ
ォ

ー
ド

シ
ャ

ー

大
家

（
（（）

大
家

妻
（

（0）
大

家
娘

（
（（/（（/（（/（（/（（）

大
家

息
子

（
（（）

下
宿

人
：

弟
（

（（）
家

事
使

用
人

（
（（）

（（（
Stead

W
.�E.

（（（（
（（

（（（（
サ

マ
セ

ッ
ト

下
宿

人
ロ

ン
ド

ン

大
家

（
（（）

大
家

妻
（

（（）
大

家
娘

（
（/（）

大
家

息
子

（
（）

家
事

使
用

人
（

（0）
下

宿
人

（
（（/（（/（（/（（/（（）

本
人

ロ
ン

ド
ン

妻
（

（（）
娘

（
0）

義
母

（
（0）

（（（
Stevens

C.�W
.

（（（（
（（

（（（（
ケ

ン
ト

本
人

ロ
ン

ド
ン

妻
（

（（）
娘

（
（）

家
事

使
用

人
（

（（）

（（（
T

aylor
A

.�E.
（（（（

（（
（（（（

チ
ェ

シ
ャ

ー
本

人
ロ

ン
ド

ン
妻

（
（（）

娘
（

（/0）
家

事
使

用
人

（
（（）

（（0
T

ipping
H

.�J.
（（（（

（（
（（（（

ア
イ

ル
ラ

ン
ド

息
子

ロ
ン

ド
ン

父
（

（（）
母

（
（（）

妹
（

（（/（（/（/（）
弟

（
（（/0）

家
事

使
用

人
（

（（）



一
六
六

№
Surnam

e
First�Nam

e�
（

Initial�
Letters）

任
官

年
年

齢
（

（（（（年
）

誕
生

年
出

身
地

戸
主

と
の

関
係

（
（（（（年

）

居
住

地
（

（（（（年
）

本
人

を
除

く
同

居
人

構
成

（
（（（（年

）

戸
主

と
の

関
係

（
（（0（年

）

居
住

地
（

（（0（年
）

本
人

を
除

く
同

居
人

構
成

（
（（0（年

）

（（（
T

urner
W

.�H
.

（（（（
（（

（（（（
デ

ヴ
ォ

ン
本

人
ミ

ド
ル

セ
ッ

ク
ス

妻
（

（（）
本

人
ロ

ン
ド

ン
妻

（
（（）

息
子

（
（/（/（）

家
事

使
用

人
（

（（）

（（（
W

aterhouse
L.�D

.
（（（（

（（
（（（（

ロ
ン

ド
ン

息
子

ロ
ン

ド
ン

父
（

（（）
母

（
（（）

弟
（

（（/（（/（（/（（/（/（）
妹

（
（0/（）

本
人

エ
セ

ッ
ク

ス
妻

（
（（）

息
子

（
（）

娘
（

（/（）

（（（
W

illis
G.�A

.
（（（（

（（
（（（（

ロ
ン

ド
ン

息
子

ロ
ン

ド
ン

父
（

（（）
母

（
（（）

妹
（

（0）
本

人
ミ

ド
ル

セ
ッ

ク
ス

妻
（

（（）
息

子
（

（/（）

（（（
Y

oung
C.�A

.�J.
（（（（

（（
（（（（

サ
リ

ー
本

人
ロ

ン
ド

ン
妻

（
（（）

本
人

ロ
ン

ド
ン

妻
（

（（）
娘

（
（/（）

義
弟

（
（（）

義
妹

（
（（/（（）

（（（
Barker

E.�H
.

（（（（
（（

（（（（
ロ

ン
ド

ン
息

子
ロ

ン
ド

ン

父
（

（（）
母

（
（0）

姉
（

（（）
妹

（
（0/（（/（（/（（）

弟
（

（（）
滞

在
者

（
（（）

本
人

ミ
ド

ル
セ

ッ
ク

ス
妻

（
（（）

（（（
Barrett

W
.�S.

（（（（
（（

（（（（
サ

リ
ー

息
子

ロ
ン

ド
ン

父
（

（（）
兄

（
（（）

姉
（

（（）
弟

（
（（）

家
事

使
用

人
（

（（）

（（（
Bow

ers
J.�H

.
（（（（

（（
（（（（

ハ
ン

プ
シ

ャ
ー

下
宿

人
ロ

ン
ド

ン

大
家

（
（（）

大
家

妻
（

（0）
下

宿
人

（
（（）

間
借

り
人

（
（（/（（）

本
人

ロ
ン

ド
ン

妻
（

（（）
娘

（
（/0）

（（（
Brierley

A
.�B.

（（（（
（（

（（（（
ロ

ン
ド

ン
本

人
エ

セ
ッ

ク
ス

妻
（

（（）
義

父
（

（（）
本

人
エ

セ
ッ

ク
ス

妻
（

（（）
息

子
（

（）
娘

（
（/（）

義
父

（
（（）

（（（
Clark

E.�E.
（（（（



一
六
七

「
ロ
ッ
ク
ア
ウ
ト
」
事
件
顛
末
記

（（0
Coningsby

A
.

（（（（
（（

（（（（
ロ

ン
ド

ン
息

子
ロ

ン
ド

ン

父
（

（（）
母

（
（（）

妹
（

（0）
弟

（
（（）

家
事

使
用

人
（

（（）

本
人

ミ
ド

ル
セ

ッ
ク

ス

妻
（

（（）
娘

（
（）

息
子

（
（）

義
母

（
（（）

義
姉

（
（（）

家
事

使
用

人
（

（（）

（（（
D

odd
W

.
（（（（

（（
（（（（

ダ
ラ

ム
甥

ロ
ン

ド
ン

叔
父

（
（（）

叔
父

妻
：

叔
母

（
（（）

従
妹

（
（（）

従
弟

（
（0）

家
事

使
用

人
（

（（）

本
人

ロ
ン

ド
ン

妻
（

（（）
息

子
（

（）
娘

（
（/（）

（（（
D

onohue
J.�W

.
（（（（

（（
（（（（

ケ
ン

ト
本

人
ロ

ン
ド

ン
妻

（
（0）

息
子

（
（）

（（（
D

unn
H

.�T
.

（（（（
（（

（（（（
ウ

ォ
リ

ッ
ク

シ
ャ

ー
本

人
ミ

ド
ル

セ
ッ

ク
ス

妻
（

（（）
娘

（
（/（）

（（（
Edw

ards
S.�J.

（（（（
（（

（（（（
サ

マ
セ

ッ
ト

本
人

サ
リ

ー

妻
（

（（）
息

子
（

（/（/0）
義

母
（

（（）
子

守
（

（（）

（（（
Farrow

S.�J.
（（（（

（（
（（（（

ロ
ン

ド
ン

本
人

ロ
ン

ド
ン

妻
（

（（）
本

人
ロ

ン
ド

ン
妻

（
（（）

娘
（

0）
家

事
使

用
人

（
（（）

（（（
Garnham

C.�W
.

（（（（
（（

（（（（
ロ

ン
ド

ン
息

子
ミ

ド
ル

セ
ッ

ク
ス

父
（

（（）
母

（
（0）

弟
（

（（/（（）
妹

（
（）

本
人

ミ
ド

ル
セ

ッ
ク

ス
妻

（
（（）

息
子

（
（/（）

（（（
George

J.�A
.

（（（（
（（

（（（（
ロ

ン
ド

ン
本

人
ロ

ン
ド

ン
妻

（
（（）

本
人

エ
セ

ッ
ク

ス

妻
（

（（）
息

子
（

（/（）
娘

（
0）

姪
（

（（）

（（（
Glover

W
.

（（（（
（（

（（（（
ロ

ン
ド

ン
本

人
ロ

ン
ド

ン
妻

（
（（）

息
子

（
0）

本
人

ミ
ド

ル
セ

ッ
ク

ス

妻
（

（（）
娘

（
（/（）

息
子

（
（）

（（（
Gregory

E.�A
.

（（（（
（（

（（（（
ロ

ン
ド

ン
息

子
ロ

ン
ド

ン

父
（

（0）
母

（
（（）

姉
（

（0）
兄

（
（（）

本
人

サ
リ

ー
姉

（
（0）

姉
（

（（）
家

事
使

用
人

（
（（）

（（0
Grigg

F.
（（（（

（（
（（（（

ロ
ン

ド
ン

息
子

ロ
ン

ド
ン

母
（

（（）
母

方
叔

父
（

（（）
従

弟
（

（（）
間

借
り

人
（

（（）

本
人

ロ
ン

ド
ン

妻
（

（（）
息

子
（

（/（）
家

事
使

用
人

（
（（）



一
六
八

№
Surnam

e
First�Nam

e�
（

Initial�
Letters）

任
官

年
年

齢
（

（（（（年
）

誕
生

年
出

身
地

戸
主

と
の

関
係

（
（（（（年

）

居
住

地
（

（（（（年
）

本
人

を
除

く
同

居
人

構
成

（
（（（（年

）

戸
主

と
の

関
係

（
（（0（年

）

居
住

地
（

（（0（年
）

本
人

を
除

く
同

居
人

構
成

（
（（0（年

）

（（（
Jones

W
.

（（（（
（（

（（（（
ラ

ン
カ

シ
ャ

ー
本

人
ロ

ン
ド

ン
本

人
の

み
本

人
サ

リ
ー

妻
（

（（）
娘

（
（）

家
事

使
用

人
（

（（）

（（（
Laithw

aite
J.�G.

（（（（
（（

（（（（
チ

ェ
シ

ャ
ー

間
借

り
人

ロ
ン

ド
ン

家
主

（
（（）

家
主

妻
（

（（）
家

主
息

子
（

（（/（（/（（/（（）
家

主
娘

（
（0/（（/（/（）

家
主

義
父

（
（（）

間
借

り
人

（
（（/（0）

滞
在

者
（

（（）

（（（
Le�Richeux

L.�F.
（（（（

（（
（（（（

ロ
ン

ド
ン

息
子

ミ
ド

ル
セ

ッ
ク

ス

父
（

（（）
母

（
（（）

兄
（

（（）
本

人
ミ

ド
ル

セ
ッ

ク
ス

妻
（

（0）
義

妹
（

（（）

（（（
Lloyd

E.�T
.

（（（（
（（

（（（（
ロ

ン
ド

ン
息

子
ロ

ン
ド

ン

父
（

（（）
母

（
（（）

姉
（

（（）
兄

（
（（/（（）

弟
（

（（/（（/（（/（（/（）

息
子

ロ
ン

ド
ン

父
（

（（）
母

（
（（）

姉
（

（（）
弟

（
（（/（（/（（/（（）

（（（
M

artin
J.�G.

（（（（
（（

（（（（
ハ

ン
プ

シ
ャ

ー
下

宿
人

ロ
ン

ド
ン

大
家

（
（（）

大
家

妻
（

（（）
大

家
娘

（
（（）

下
宿

人
（

（（/（（）

本
人

ロ
ン

ド
ン

妻
（

（0）
娘

（
（）

（（（
M

oore
W

.�R.
（（（（

（（
（（（（

ケ
ン

ト
息

子
ロ

ン
ド

ン

父
（

（（）
母

（
（（）

妹
（

（（/（（/（）
家

事
使

用
人

（
（（）

本
人
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